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第３回学校再生分科会 

議事次第 

 

 

   日 時 :平 成 18 年 12 月 ８日（金） 15:00 ～17:40 

場 所 :高 輪プリンスホテル（鈴蘭）  

 

 

１ ．開  会  

 

２ ．討  議  

  （ １）教員の資質能力の向上  

  （ ２）教育内容の改善と学習到達度の評価  

  （ ３）学校、教育委員会のシステムの改革  

 

３ ．閉  会  
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○白石主査  皆さんお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

  ただいまから第３回の第１分科会を開会させていただきたいと思います。 

    本日は合宿審議ということで合同分科会形式として、第１、第２、第３、それぞれの

分科会を順次開催させていただきますので、第１分科会以外の委員の皆様におかれまして

も、積極的に御発言をいただきたいと思います。 

  今日の前半の進め方でございますけれども、当初の予定より新聞記者の方たちが、明日

の朝刊の入稿があるということで、私と小野副主査が 17 時 30 分からブリーフィングに入

らなくてはいけません。それまでに第１分科会を終えたいと思いますので、今から 16 時 2

0 分までを一つのめどとして、10 分間の休憩をはさませていただいて、残りの議論を 16

時半から 17 時半という形で進めさせていただきたいと思います。 

  早速ですが、議事に入らせていただきたいと思います。 

  本日は前回に引き続き、これまでの教育再生会議の総会や、本分科会での議論の中で皆

様方にいただきました御意見を踏まえまして、３つの柱について更に議論を進めてまいり

たいと思います。 

  まず１つ目が教員の資質能力の向上でございます。 

  ２つ目が、学習指導要領、全国学力調査。 

  ３つ目が、学校、教育委員会のシステム改革でございます。これらについて順を追って

討論を進めてまいりたいと思います。 

  今日皆様のお手元に配布をさせていただいておりますペーパーは、前回御議論いただき

ました議論のたたき台というものがございましたけれども、皆様方より頂戴した御意見を

踏まえて、運営委員会の皆様とともに相談をさせていただきました。言わば修正版でござ

います。 

  テーマによりましては、後ほど委員の先生より現場に即したお話を伺えるということで、

後ほど御説明をいただくことになっております。 

  更に今回付け加わったペーパーとしまして、第１分科会の３つのテーマを有機的につな

ぐ第１分科会の総論ペーパーというものもお手元にお配りしております。 

  それでは、早速資料説明をお願いしたいと思います。 

  山中さん、資料２からお願いします。 

○山中副室長  では、資料２につきまして、あらかじめ配布してございますので、簡単に

説明させていただきたいと思います。 

  教員の資質能力の関係でございます。 

  １ページ目、今までの皆さんの議論を踏まえまして、教員の力量と人間力を備えた優秀

な人材の確保ということで、社会人を大規模に導入し、教員集団を多様化する。専門性の

高い人材を教員に登用する。特別免許状をそのために積極的に活用するということでござ

います。 

  資料２でございます。たくさん資料があって恐縮でございますけれども、本日は資料番
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号が付いております資料と、小宮山先生、門川先生のペーパーが入っております。 

  資料２でございますけれども、更に引き続き検討ということで２ページ目でございます

けれども、特別免許状制度についての見直し、教員養成・採用資格を見直すということで

ございます。 

  ３ページ目では、現職教員については優れた教員を強力に支援する。不適格な教員が教

壇に立たないよう退出のルールを確立するということで、意欲ある教員に対する処遇面で

の優遇。 

  教員の評価に保護者が参画する。 

  指導力不足の教員が教壇に立つことのないよう認定の仕組みを実効あるものとするとい

う点。 

  ４ページ目、④でございますけれども、教員の質を高めながら指導力不足教員退出に役

立つ教員免許更新制とする。 

  ⑤、教員が子供の教育に専念し、十分力を発揮できるような環境整備を行う。 

  今後ということで⑥として、意欲ある優れた教員を生み出し、不適格教員が退出するよ

うあらゆる制度の活用という点。それが挙げられているところでございます。 

  以上でございます。 

○白石主査  今日、別途皆様に御配布させていただいております小宮山委員の資料につき

ましては、小宮山委員が遅れられるということでございますので、ただいまはこの御説明

は省かせていただいて、後ほど運営委員会の中でこれを盛り込んだ形で再度議論するとい

うことでよろしいですか。 

○山中副室長  はい。 

○白石主査  では、早速、今、説明がございました資料２について、どなたからでも結構

でございますので御意見をちょうだいできればと思います。 

○門川委員  教員の資質能力の向上、教育改革、学校改革のキーワードで一番大事なとこ

ろだと思うんですけれども、同時に量の確保という教育条件の整備充実が必須です。どう

もこの再生会議は教員を監視し、学校を監視する観点での議論が目立つ。多くの教員が必

死になって頑張っている、そこへの激励的なメッセージも必要だが、少ないんじゃないか

と思っております。 

  教育基本法改正案、大詰めにきていますけれども、その中でも教育振興基本計画という

のがうたわれておりますし、日本の公教育の条件整備というのは、教員の人数にしても、

また教育施設・設備にしても、まだまだ充実しなければならないころがあると思います。 

  関連資料として、「教育条件の整備充実」というペーパーを提出させてもらっているん

ですけれども、京都市では独自予算で平成 15 年から小学校１、２年生で 35 人学級をやっ

てきました。約４億 6,000 万円で 94 人の独自の教員を常勤講師で採用しています。 

○白石主査  門川委員がお出しいただいた別紙のペーパーでございます。 

○門川委員  そして、小学校、中学校、養護学校、高等学校、すべての普通教室の冷房化
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をこの８月 24 日までにやりました。ざっと 100 億円の金がかかりました。 

  そんな中で学校の校長、教職員が夏休みを短くして授業日数を増やすとか、あるいは夏

休みの補習の充実等をやってくれました。 

  また、一昨日に市議会で桝本市長の方から１９年度から中学校３年を 30 人学級にするこ

とが発表されました。 

  83 クラスが増えますので、教員 120 人くらいの増員が必要で、常勤講師でも６億円くら

いかかります。義務教育の仕上げのところできめ細かい指導をきちっとやろうということ

であります。40 人のクラスではとても十分なことはできません。 

  そういうように教育条件の整備充実、教師を増やすことが必要です。夏に授業をやって

もらうにも、クーラーがなければ今はできません。しかし、小学校、中学校の普通教室の

クーラー設置率は全国で数％であります。小中学生が 30 人、40 人教室にいたら室内は 40

度近いです。文部科学省の基準は教室は 30 度までということになっています。 

  今日、子供はみんな家でクーラーを付けている状況であります。学校だけクーラーが付

いていません。とても授業はできない。そういう教育条件の整備と、それから教職員の質

の向上と量の拡充。小宮山先生もそのことを書いていただいていますけれども、そういう

ことが必要だと思います。 

  以上です。 

○白石主査  ありがとうございました。 

  少し補足的に、質問させていただきたいのですが、今 40 人学級というのは国から予算が

出ていて、もしそれを上回るようなゆとりある教員配置をするためには、実際に別途、予

算を付けなくてはいけないわけですね。その点は、例えばこのペーパーに盛り込む場合、

具体的にどういうふうな書き方がありますか。 

○門川委員  戦後一貫して、国において第１次から第７次までの教職員定数改善計画が間

断なく行われてきました。第８次改善計画が出発すると思っていた矢先に、行政改革推進

法により、ストップになりました。まず、その第８次の国の計画をスタートしていただく。

やはり義務教育というのは国の大事な仕事ですから。やむなく京都市の独自予算でやって

いる。それは特区ということで、地方でも独自に採用できる制度にはなりましたけれども、

これは国家政策として教職員の増員等はやっていくべきだと思います。 

  先進国で学級編制基準が 40 人というのは、日本くらいです。 

○白石主査  わかりました。また、別途、補足的に先生にヒアリングをさせていただくか

もしれませんので、よろしくお願いいたします。 

○門川委員  そういうことも是非盛り込んでほしい。 

○白石主査  野依先生がいらっしゃいましたので、マスコミの方をお入れください。 

○野依座長  どうも遅くなりました。 

（報道関係者入室） 

（報道関係者退室） 
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○白石主査  ただいま門川委員から教員の質の向上とともに量の確保が大切であるという

こと、文言の中に今の先生たちの環境をきちんと整えて先生たちを元気づけるメッセージ

性を盛り込むべきという御意見をいただきましたが、ほかの観点からどうぞ。この議題に

関しては、あと 30 分程度くらいしかございません。 

○品川委員  全部拝読いたしまして、２点ございます。 

 まず一点目ですが、頑張っている優れた教員についてでございます。何をもって優秀な教

員とするか、という定義を明確にしておく必要があると考えます。私自身がこの資料を頂

戴して原稿を書くと考えたとき、ここでいうところの優秀とはどういうことなのかと疑問

に思うと思います。そこでぜひ入れていただきたいと申しますか、ご検討いただきたいと

思いますのは、一人ひとりの子どものニーズを把握して、その個々の認知と学習スタイル

の多様性に応じた指導を取り入れながらクラス全体の底上げのために努力するということ

です。学習スタイルの異なる子どもたちを面倒がったり特別扱いしたり排除したりするの

ではなく、クラスのなかでその子にもほかの子にもわかるような指導を展開し、かつ評価

時にも工夫する。こういった発達的な視点を持ち、すべての子どものスタンスに立った指

導・評価など難しいと思われるかもしれませんが、実際にそうしていらっしゃる先生を私

は何人も存じ上げております。その人たちのクラスを拝見すると、認知も学習スタイルも

家庭環境も異なる子どもたちが切磋琢磨しながら生き生きと学んでいる。いじめも不登校

もほとんどないんです、そういうクラスには。あったとしても早期発見早期対策で対峙し

ておられる。こういった指導・評価ができる先生こそ、指導力もクラスマネジメントもす

ばらしい、現実的に優秀な先生だと実感しております。 

  もう一点は、教員の評価基準についてでございます。これを単に平均点だけでみてしま

いますと、教師の本当の意味での指導力は確認できないと考えます。勉強ができない子は

その子が悪い、その子の努力が足りないと考えがちですが、教師の指導がその子の認知や

学習スタイルに合っていないというケースは少なくありません。ですので、評価基準を平

均点が高いからいいではなくて、平均点が悪くても指導後の伸び率がよければいいという

ように、国の方から具体的に示していただきたいと思います。以上です。 

○白石主査  現時点のことではなく、どういうふうに発展させたかというところに着目す

るということですね。わかりました。 

○品川委員  はい、そうです。 

○白石主査  子供のニーズとクラス全体の底上げ。 

○品川委員  ええ。現時点でのテストの成績をベースにした平均点だけで評価するとなり

ますと、こういう事態が起こりうるかもしれない。つまり、クラスの平均点を下げるよう

な子、勉強ができないとかほかの子どもの邪魔になるような子にはテストを受けさせない。

そのような可能性です。平均点で学校や教師の評価が決まるとなると、たとえばＬＤ等が

あって、わかっていないわけではないのに、通常のテスト方法ではアウトプットがよくな

いような子どもとかボーダーの子どもとか、多動だったりパニックしたりするような子ど
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もに対して、試験の日はお休みにさせてしまうとか。教師がそのようなことを考えなくて

も、当該児童以外の子どもの保護者がそういうようなことを言ったり、そういうムードみ

たいなものを作ったりするかもしれません。 

あるいは、そういうムードができてしまいますと、当該児童の保護者が自主規制して学校

を休ませたりするかもしれません。そんなことが起こるわけなどない、とは言えないと思

っております。そうさせないためにも、個々の認知や学習スタイルに応じてテストの方法

を変えて受けることができるように国が示すことが大切です。そのうえで、平均点を上げ

ていくことが望ましいと考えます。クラス全体が見える先生がいい先生だということをは

っきり記しませんと、判断する人の裁量によってしまって優秀な先生と不適格な先生の差

があいまいになると考えております。 

○白石主査  ほかにいかがでございましょうか。 

○門川委員  よくまとめていただいたと思うんですけれども、個別の表記のところで幾つ

か、２ページの「専門性の高い人材を教員に登用する」というのは大賛成です。京都市で

は今年の採用試験から、数学と理科は中高の免許なしでも受験できることにしました。数

学は 27 名、理科は 12 名、修士課程、博士課程、あるいは社会人経験者に受けていただい

たんですけれども、採用は４名だったんです。面接結果が厳しいんです。理科などは 12

名受けて採用がゼロでした。博士課程が５人、修士課程が７人だったんですが。 

  人間関係を築くのに支障がありそうで、もし教壇に立ったらどつかれる典型的なタイプ

やなという人も。企業でも優秀な人は企業の中で活躍していかれると思うんです。たたき

台の中に「専門性と指導力の高い」、としていただきたい。専門性も大事ですけれども、

やはり人間関係能力が最も重要です。ですから、専門性が高く指導力の優れたとか、指導

力を有するとかにしてもらいたい。 

  その次のページなんですけれども、③の最後から３行目ですけれども、「指導力不足教

員の認定に際しては、校長、保護者、児童・生徒の評価を添付し」とあるんですけれども、

校長と保護者、児童・生徒の評価が同列というのは問題があると思います。京都市の学校

評価では、児童・生徒、保護者が授業が理解できているか、学校生活に満足できているか

等を重視しています。児童・生徒、あるいは保護者が教師の指導力、あるいは資質を直接

評価するのではなしに、教育活動を評価するということです。教員評価は校長が行い、外

部評価としての保護者、児童・生徒の評価を参考にするという形とすべきです。 

○白石主査  工夫して、その反映のさせ方、重みつけの仕方を適切に判断するという意図

ですね。これではちょっとわかりにくいということですね。 

○門川委員  保護者、子供の授業評価というのは大事だと思います。ただ、教職員の尊厳

というのは守らなければならないし、子供と教師が対等であるかのような、そんな事象も

一部にはありますけれども、もってのほかだと思いますので、その辺の御配慮をお願いし

たいと思います。 

  ４ページ、一番上の行でございます。「各教員の日頃の勤務状況、業績評価」の「業績」
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という言葉がちょっとなじまないんですね。これは実践評価とか、あるいは評価だけでも

いいなと。教育界に業績というのはなじみにくい言葉かなと思います。 

  「④、教員の質を高めながら」は、教員全体の質を高めながら、指導力不足の教員のと

いう意味ではないかなと。枝葉の部分までごめんなさい。 

  ⑤の最後から３行目、「研修を組織的に行うことなどの観点」ですが、組織的な研修は

大事なんですけれども、やはり教師が学校現場の実践の中で育っていくという趣旨を書い

ていただいていると思うんです。教員研修を各学校の教育実践に基づき、組織的・計画的

に行うという表記の方が意味がわかっていただけるんじゃないかなと思います。 

○葛西委員  私もよくまとまっていると思います。今の字句のところで言いますと、２ペ

ージ目の②のところ、専門性と指導力が高いという修正案が出ておりますが、指導力とい

うのは、教員経験としてさまざまな経験を経た上で次第に付いていくものだと思います。

したがいまして、これは指導力の高い教員に育つ資質のある者というふうに考えるべきな

ので、通常これはアメリカ、イギリスでは、３Ｅと言われています。energy（エネルギー）、

enthusiasm（情熱）、endurance（忍耐力）のことで、要するにやる気があって、熱意があ

って、忍耐力がある。それに専門性の高い知識を持っていれば必ず現場でも、さまざまな

ケースに対応して、それを乗り越えることによって指導力が付いていくというふうに考え

るべきで、始めから指導力の高い人というのはいないのではないでしょうか。 

○門川委員  主旨は資質と人間関係能力のことですね。 

○葛西委員  そうですね。将来経験から学ぶべき資質、学ぶことのできる資質を持ってい

るという形がいいと思うんです。 

  それから、ポストドクというのが書いてありますが、ポストドクではなくて、修士課程

くらいで十分私は小中高等学校を教える力はあると思います。ポストドクとわざわざ書か

なくても、大学を卒業して、大学院における履修をした者と書いておいた方がいいのでは

ないかなという感じがいたします。 

○白石主査  大学院修了者ということですか。 

○葛西委員  そうですね。必ずしも修了者でなくても良いのかもしれませんが、修了の方

がいいでしょうかね。 

○白石主査  ここは是非お伺いしたいんですけれども、初等・中等教育と高等と一緒に書

いてしまっているので相当問題があって、例えば高校の理科とか英語というのは、少々の

人間関係能力は必要でございますけれども、もっと高い専門性が必要。小学校段階は両方

必要だし、さらに子供の面倒見がよい方が必要だと思うので、そこをどういうふうに書き

分けるか。 

○葛西委員  これは小中高１つにまとめた基準だと思って、高等教育というのは大学以降

を高等と言うんじゃないでしょうか。 

○白石主査  中等教育くらいまで。 

○葛西委員  初中等ということでいい。書き方は多少工夫が要るのかもしれません。 
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  もう一つ、特別免許授与者の２割と書いてあって、２割程度がイメージだというふうに

なっているようでありますが、先ほどの門川委員のお話のように、大量退職を迎えて、こ

れから教員の数も増やそうという選択肢を考えた場合２割というのは非常に少なくて、例

えば１対１を超えるとか、そういう形にしておいた方がよろしいのではないのかなという

感じがいたします。 

  教員免許は国家免許にするという形があります。私は国家免許は一つの大きな柱として

必要だと思うのですが、他方でいわゆるインディペンデント・スクールと言われるような

私立学校のように、校長先生がこの先生は大丈夫だという認定をしたら採用できるという

選択肢をもう一つの道として残しておくというのは、全体として先生間の切磋琢磨を促す

ことになっていいのではないかなという気がいたします。 

  最後でありますが、教員の評価に保護者や子供を参加させるというのは、前回も申し上

げましたが、上と下の両方からはさみ打ちにするというやり方は最悪なやり方でありまし

て、むしろ教員の尊厳を高めるための規律が必要だと思います。言ってみれば規律がなけ

れば絶対に学習はできないんです。ですから、規律を守るために必要なことというのは、

親や生徒は必ず評価します。その評価は自然にどの先生のクラスに人気があるとかいろん

な形で表れてきますから、それは校長がくみ取るという形にすべきではないかと思います。 

  子供の受け取り方、親の受け取り方というのはまちまちですけれども、貴重な情報です。

その情報を管理者である校長とか教頭とか同僚の先生がくみ取るようにして、自分たちの

資質能力の向上に反映させていくという形がいいのであって、外部と下から評価させるこ

とが正しいという、一部にそういう風潮が、企業でもありますが、大変間違っていると思

います。 

  ですから、これは絶対に明確な形で入れない方がいいと思います。 

○小野副主査  今の一般的な評価は②のところなんで、これは校長、教育委員会が評価を

行う際に保護者や子供たちの意見も反映させろと。葛西委員の意見は大体ここにある。③

は指導力不足の教員の認定ですから、これは本当に子供たちが理解できないのかどうかと

いうこと。確かにこれは門川委員がおっしゃったように。 

○葛西委員  これは外部評価と書いてありますから、様式を決めた外部評価があるように

見えます。私はそんなものではなくて、人間の管理というのは様式を決めた評価で人事評

価はできません。長い環境の人間関係の中から自然にわかってくるものですから、外部評

価という仕組みをつくること自体よくないと思います。 

○小野副主査  この③は指導力不足かどうかを認定する場合に、勿論校長がメインなんで

すけれども、児童・生徒の評価も添付するという趣旨なんです。書き方もあると思います

が、一般的な評価は②なんです。 

○葛西委員  児童・生徒がどういう評価をしているかについての管理者としての判断。 

○小野副主査  校長や教育委員会が勿論メインなんですけれども、指導力不足という場合

には、子供たちが本当に理解していないのかどうか。子供たちが本当に困っているのであ
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れば、その意見を反映させる必要があるんじゃないかということです。だめ教師が担任し

ているんで子供は困っている。数学を全然教えてもらっていないという子供が実際にいる

わけです。だから、一般的な評価はこの②のところなんです。教員の評価を校長が行う際

にこれらの点も反映させます。指導力不足かどうかというときに、子供たちが本当に理解

しているかどうかを見ましょうという趣旨ですから、ちょっと違うんです。 

○白石主査  どういう評価項目かということが皆さんの中でコンセンサスを得ないと、こ

れはだめだ、これはＯＫということは言えないと思います。まだまだ現段階では議論不足

だと思うんですけれども。例えば今、教育委員会経由で学校が教員評価をやっているとい

うのは、全国の学校の 13％程度で、やっているというところのシートを見ても、トイレは

使いやすいですかとか、学校はきれいですかというような項目で、先生の授業のわかりや

すさを反映する項目は非常に少ないんです。ですから、外部評価という文言がどうなのか。

評価項目はどうなのかということを少し整理をしないと、全くだめであるとか、いいとい

うのは結論づけられないと思うんです。 

  学校や児童・生徒などが保護者、地域の人たちがもっと学校に責任を果たすということ

が後のペーパーの中で書かれていますし、のちほどご説明するペーパーとの関連性もある

と思うので、預からせていただいて、整理をさせていただきたいと思います。評価の項目

も併せてということです。少し具体化してみます。 

○野依座長  資料２の冒頭のところで「初等中等教育から高等教育に至るまで」云々と書

いてあります。ところが、議論は初等中等教育に集中していると思うんです。意欲のある

優れた教員の登用、優れた教員の支援、不適格教員の退室は、高等教育についても当ては

めていただきたい。大学の教員の資質は十分ではありません。 

  書きにくければ、高等教育については別途考えるということで。 

先ほどこれ全部に、初等中等から高等教育まで全部に通じるんだということですけれども、

ちょっと画一的、統一的には扱えないものじゃないか。 

○川勝委員  賛成です。 

  主査も示唆されましたように、小学校の低学年の指導には、専門性よりも、むしろ人間

的魅力とか、指導力や人間力が大事ですが、小学校の高学年以上には、前の第２回の第１

分科会でも指摘されましたが、専門を知っていないと教えられないので、書き分けるのが

いいでしょう。指導力と人間力でまとめるのではなく、専門性を分けて書き込む必要があ

ると思います。 

公教育で問題なのは、先生が保護者に尊敬されていないことです。学校再生の第一課題

は教員の資質の向上でしたが、そこでの論点はダメ教員を退出させるという議論に偏って

いました。ダメ教員の排除というマイナス志向の偏りには、教員蔑視の社会意識が反映し

ているように思います。その一因は、保護者と教員の学歴が変わらないことではないでし

ょうか。教員が社会的評価に耐えるには、大学院レベルの学力を持っていることが求めら

れます。高校はもとより、中学校も理科などは専門知識がないと教えられないという現実
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があり、教員の資格のレベルアップが必要のように思います。 

  今回の案は、小学校、中学校に当てはまる書き方ですので、その点を明確にされてはど

うでしょうか。 

  門川先生によれば、教員の質の向上のために、京都市は 30 人学級を、きめの細かい指導

ができるということで、思い切って導入されることになったとのことですが、これは教員

の量の拡大を伴います。それゆえ、質の向上とともに量の拡大を明記する必要があります。

教員の質・量をともに充実するという書き方になるのではないか。 

  これには予算措置がからみますが、話としては質の向上とともに、量の拡大であり、教

員を質・量ともに充実しなければいけないという書き方になると思います。 

○白石主査  皆さんから今いただいている高等教育以降の教育プログラムや教員の質につ

いては、とりあえずスケジュール的な関係で１月提言には盛り込まず、１月以降に検討に

という書き方ですか。 

○野依座長  あるいは第３分科会がありますけれども、著しく違うと思うんです。免許証

もございませんし、大学は無免許で車検なしの車を運転しているようなものですから、是

非、別途第３分科会でも結構だろうと思います。 

○白石主査  では、順番に。中嶋委員、その後陰山委員、渡邉委員と行って、またこちら

に戻ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○中嶋委員  今、野依座長のおっしゃったことに賛成なんですけれども、冒頭を「初等中

等教育の質の向上には」とすれば、免許のことですから、だめ教師のことですから、高等

教育、大学、大学院のだめ教師のことは徹底的に第３分科会でやる。 

  それと若干関連なんですが、さっきの葛西さんのおっしゃった２ページ目の一番初めの

「ポスドク」という表現は非常にあいまいで、これもあとでやるんですけれども、日本の

場合博士課程修了者というのが非常にあいまいなんです。単位を取得しただけとか、単位

取得退学とかね。本当は単位を取得したと同時に学位をとって始めて修了する。そのあい

まいなところもあるので、ここは大学院の学位取得者などとすれば、修士も博士も入る。

などを入れておけばそれらの人たちも入ります。 

  もう一点、ちょっと別のことなんですが、先ほどの免許、まさに免許と同時に講習とい

うことが書かれているんです。これはほかでも私は申し上げたんですけれども、一体だれ

が講習するのか。この大量の免許者をですね。それは大変な問題なので、どこかでそこを

議論するなり、押さえておかないと、大変なことだと思います。 

  以上です。 

○白石主査  ありがとうございます。講習の具体的な方法論ということですね。 

○陰山委員  まず専門性の確保というところで、特別免許授与者の採用者の一定割合、２

割というのは、本当に大丈夫なのか。我々も臨時教員を預かって指導することもあります

けれども、現場経験がきちんとでき上がってくるまでは大変です。 

  そもそも専門性を確保するために、教員養成の、いわゆる教育学部の段階での指導の在
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り方から見直していかないと、現場では適用できませんよというのが現場の悩みなんです。

  そうした中で専門的知識があるからといって、きちんとやれるのかという、そこのとこ

ろにものすこい不安感を感じます。てすから、ここのところの数値目標自体は入れない方

かいいのではないかと気がいたします。 

  それと、教員免許を国家試験にするということも、意味がよくわからなかったんですけ

れども、全体的にいろんな人たちに来てもらうというのは、基本的には賛成なんです。そ

れはあくまで専門性をいかに担保するかということを相当きっちりやっていただいた上で

でないと、閉鎖性を打破するという問題と、専門性を確保するということの両立をさせな

いと、もっと混乱する危険性は高いと思うんです。 

  その上で先ほど実は 30 時間というところがありましたけれども、提案があります。この

30 時間というのを、もう少し開放的にやっていったらいいんじゃないかと思うんです。例

えばどこかの教育機関がこういうふうな、例えばＩＣＴの活用指導方法であれば、例えば

そういう企業がそういうメニューをつくって、これを２単位認めるというような形のもの

もしなければいけませんし、私も２級から１級上げるときにやりましたけれども、神戸大

学へ通わなければいけないということで、明け方午前５時から１週間５年間通ったわけで

す。相当に大変でしたし、その分学校は全部抜けているわけです。 

  そういうことからしましても、講習の在り方については、現在あるさまざまなものもい

いものはありますので、それを織り込んでいくという形にしていただきたい。とりわけ一

番最後のページにあります５年目経験者研修、10 年経験者研修を実効性あるものとしとい

うのがあるので、私は実は免許の更新制があれは、勝手にこれはなくなると思っていたん

です。これも生きているということになってきますと、ますます学校現場に先生がいない

ということになります。私も校長をやっていて非常に困ったんですけれども、出張が多く

て全体で話し合いをする日がとれないんです。とりわけ小さい学校になってくると、分野

が広がってくると、例えば全部で 10 人くらいの学校で 20 の分野があると、ほとんどだれ

かが出ている状態なんです。 

  そういうようなことも考えて、今やっていることが最終的に現場にどのような影響があ

るのかということを考えていただきたい。 

  もう一つあれなんですけれども、非常に私から見ると大胆に思います。私は非常に悪夢

があって、折りがあれば御説明したいんですが、92 年に指導要領の大胆な改訂をやりまし

た。その結果、非常に大きな混乱が起きたんです。指導要領は 10 年に１回改訂するという

ことだったから、なかなか途中の修正はきかなかった。そういう点では我々自身の提言自

体を評価していただくプロセスというのはどこにつくっておいたらどうかなと思います。

○渡邉委員  確かに非常に大胆なたたき台だということで、私としましては、大変よくで

きているたたき台だと思います。評価について後ほどお話をされるということですが、参

考までに評価についてお話をさせていただきたいんです。 

  私の学校で３年半、360 度評価というのをやってきました。それは子供も親も同僚も部
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下も校長もみんなが評価するというところでやってまいりました。 

  その結果最初は尊厳がどうだとか、子供にこびるとか、校長だけが評価をするべきだと

さまざまな議論があったんですが、実際３年間やってきまして、非常にいい形でまとまり

ました。その上で今何が起きているかというと、先生方の中心、20 人ほどが、本来学校の

評価というのはとうあるべきだろうということをこの３年間の経験の中から今一つずつ組

み立てています。 

  その中の参考意見としては、尊厳という話も随分出るんですが、尊厳というのは別に周

りから与えられるものではないし、子供が評価したらかといって、別に尊厳はなくなるわ

けではないという、実は今日、午後議論したものですから、そのままの言葉をお伝えさせ

ていただきます。 

  あと、校長だけではやはりリーダーシップを含めて評価し切れるものではない。やはり

子供親からの牽制機能は必要だという意見も出ておりました。 

  それと同時に、同僚は評価するのは勘弁してくれ。給料にそのまま評価されますので、

同僚は応援団でいたい。その分は上司が評価してもらいたいとか、配点と評価項目を明確

にすることでかなり確からしい、平等な評価ができるものなんだなというのか今、私は実

感をしております。 

  当然そのことは細かくは入らないと思うんですが、校長だけとかいう今までの時代に戻

らずに、新しいゼロベースで考えて評価制度というものを一緒に考えていっていただきた

いと思います。 

  以上です。 

○白石主査  ありがとうございました。 

  それでは、義家委員の御意見で次のテーマに行きまして、また時間があればこのテーマ

に戻ってまいりますので、義家委員お願いいたします。 

○義家委員  この指導力不足教員の認定にしても、教員の評価にしても、恐らく学校長に

というところですけれども、この実態として多くの教師たちから上がっている声のまず１

つは、毎回新年度にこういう形でやっていくというものを校長先生に出してそれを基準に

評価するということなんだけれども、校長は私の授業を一回も見に来ていません。それで

どういう評価がなされるんでしょうかという、校長評価の実態というのも実は深刻なもの

としてあるんです。 

  校長先生は出しながら、評価しているにもかかわらず、その出した先生の授業を見てい

ないというところも実は多く存在している。 

  更に校長に評価を押し付けるということは、だからこそ今、指導力不足教員の認定があ

いまいになっているところの１つでもあるんですけれども、例えは先生方の中で組合に入

っている人が非常に多かったりしたときに、その組合員の先生を指導力不足と認定したら、

総スカンされるわけです。先生方からあまされてしまって、学校運営ができなくなる心配

さえあるわけです。だから、明らかにだれが見てもどうしようもないという人間しか認定
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できないわけです。それを全部校長先生に押し付けてしまうと、逆に校長先生はつぶれて

しまうような現実もある。まともにやろうとしている校長ほど非常につぶれてしまう状態

があると思うんです。実態について、その辺をまず整理しなければいけないような気がす

るんです。 

  校長先生一人に評価を押し付けない教員評価、あるいは指導力不足教員の認定の仕組み

というのを、渡邉委員がおっしゃるように具体的につくっていかないと、学校長だけにそ

れを委ねたら、学校長はつぶれてしまうような気がします。 

  もう一方として、専門的知識を持った先生方、どんどん社会人を採用する、これは非常

にいいと思うんですけれども、もう一方で旧態依然とした校長会の現実のというものがあ

るんです。その中で、この校長会の中に新しい風を入れるためには、より多くのマネージ

メント能力にたけた民間人校長、あれは資格要りませんから、教員免許は要りませんから、

より多くのマネージメント能力のある民間人校長を積極的に採用していくという方向。そ

うすると、かなりいいモデルができていくんです。 

  横浜は去年民間人校長を２名お願いしたんですけれども、各学校それぞれ回ったりしま

すけれども、非常にいい運営、１つはコミュニティースクールをつくって、１つは小学校

の中で非常にきめこまやかな、塾出身の方なんですけれども、こめこまやかな対応をして

いるんです。 

  そういう意味では、民間人校長の積極的登用みたいな一文が、現実にはいろんな自治体

で行っているんですけれども、これはごく少数です。 

  まさに学校を開くという意味では、どんどん積極的に民間人校長というのを採用してい

くシステムを保障することは大事だと思うんです。制度はあっても、なかなかまだ小さい

ですから。そういう先生たちが校長会に入っていったとき、またそこに新しい風か起きて

いくんです。そうすると、今の旧態依然とした校長会の在り方というものにも非常に大き

な穴があくような気がする。そうしたら、また変わってくると思うんです。 

  一方で、すばらしい実践をすると、けむたがれてしまう現状もあるわけです。そこにも

新しい風を吹かせないことには、教育改革、教育再生というのはなかなか起きていかない

だろうなと思いまして、その辺も一文明記していただければいいなと感じます。 

○白石主査  具体的な評価項目も、また、再生委員会として目指すべき教師像については

どういう資質が必要なのかというある程度例示をしていく必要があると思うんですが、そ

こは渡邉委員と義家委員の方で、360 度評価項目なども出していただいて、具体的に 10

項目ないし 20 項目、こういうポイントで評価をしていったらいいんじゃないかということ

を提案をしていただけますでしょうか。 

○義家委員  私はずっと塾にもいたんですけれども、これはずっとやっていることなんで

すね。 

○白石主査  学習塾とか予備校評価はもっと進んでいますね。 

○義家委員  そうなんです。例えば教員の資質を見るときに、授業力とありますね。これ
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は今やったらとんでもないトラブルになると思いますけれども、予備校や塾だと教員試験

というのが年に１回あるわけです。専門的なあれですね。それを維持するためにちゃんと

自分の資質向上に具体的に努めざるを得ないんです。 

  それを見ると、長年業務に追われていると、自分の知識レベルというのはどんどん下が

ってきていることが年に１回確認できる。別にそれを教員評価の物差しにする必要はない

と思いますけれども、そういった機会を学校長がイシニアチブを持ってできる。これだっ

て民間校長の発想なら当然のことですね。教えている限り一定の知識ベースがあると考え

たら、これは国が言うというより、むしろマネージメント能力にたけた学校長がそれを断

行できる仕組みがあればいいなとは思うんです。 

○白石主査  ありがとうございました。 

  それでは、まだたくさんあろうかと思うんですけれども、次のテーマに移りまして、教

育内容の改善と学習到達度の評価、資料３にうつります。 

  これにつきましては、陰山委員から教育内容をわかりやすくおまとめいただきましたマ

トリクスを御用意いただいておりますので、ポイントだけを説明いただいて、その後、山

中副室長の方から資料説明をいただいて、またディスカッションに入りたいと思います。 

○陰山委員  この間申し上げましたように、指導要領というのは、学校現場にとってもの

すごく大きなものです。更にそれが教科書に落とし込まれていますので、実はこの中にや

ることがすべて書いてあるんですけれども、これが共有されていないというところに一番

大きな問題があると思います。 

  それぞれ学校はいろいろあるんだけれども、やっていることは一体どういうもので、ど

ういう違いがあるのかというのがなかなか見えてこないんです。 

  その前にまず基本的に小学校でどれだけのことをやっているのかということがきちっと

わかっていないから、親御さんたちというのは不安になって、塾に行かなくちゃいけない

んじゃないだろうかということが、好んで行かれるのはいいんですけれども、不安感にか

れて行かれると非常にややこしくなってくると思うんです。 

  その点で私自身が小学校の間で学習すべき内容というのを、算数、理科、社会でまとめ

ました。これが小学校６年間分、これがすべてです。 

  こうしたものを提起をしながら、その中で特に基本的な計算能力はこの程度であるとか、

あるいはこういう都道府県名は知っておかなければならないというようなとりわけ重要な

事項については、きちっと達成項目として書き上げておくということをすればいいのでは

ないかというふうに思います。 

  結局これをすることによって、これは小学校だけですが、中学校、高校をつなげていく

と、日本の学校教育全体の中で何を学習するのかという全体像が見えてくるんです。知の

体系と言ってもいいんじゃないかと思いますけれども、その中の一体どこからどこまでは

この高校ではやり、どこを重視しているかということを、それぞれの学校が明示をしてい

くということによって、それぞれの学校の特色であるとか、方向性というのが見えてくる
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ではないかという気がします。 

  以上です。 

○白石主査  ありがとうございました。短時間で申し訳ございません。 

  それでは、山中さんペーパーの方をお願いします。 

○山中副主査  資料３でございます。「教育内容の改善と学習到達度の評価」でございま

す。 

  １ページ目「学習指導要領を改訂し、ゆとり教育を見直す」ということで基礎学力を強

化でございます。内容でございますけれども、小学校での教科担任制とか、専科教員の積

極的導入ということも取り上げているところでございます。 

  ２ページは、そのために授業時間数の増加ということで、１日の授業時間数、あるいは

夏休み等を活用したものが挙げられています。 

  また、③といたしまして、教育内容についての学校の権限を強化する。 

  ④として、子供たちの多様な能力ということ。あるいは指導方法の改善ということで、

基礎能力の上に立った多様な能力の開発。授業方法、授業スキル。指導に当たっての認知

と学習スタイル等が挙げられております。 

  ３ページ目でございますけれども、先ほど陰山先生からもございましたけれども、⑤で

「学習指導要領の改訂をオープンに行う」ということと、学習指導要領の内容、これをわ

かりやすく示すという工夫でございます。 

  英語教育等に関連した外国人の登用ですとか、国語教育の強化等が挙げられております。

  ２番目の課題といたしまして、学習の達成度の問題でございますが、学力調査の全校実

施、調査の結果の報告の前倒し、保護者への説明、不振な学校への支援。よかった取り組

みを広げるといった点が挙げられているところでございます。 

  以上でございます。 

○白石主査  続きまして、意見交換に移らせていただきたいと思います。どなたからでも。

○陰山委員  私の方から資料を出させていただいております。「資料３－１（その２）」

というものなんですけれども、パワーポイントのデータなんですけれども、要するに、近

年学力低下のことが問題になってきたわけなんですけれども、そのことについて共通理解

ができればなと思っております。 

  と言いますのは、子供たちの学力低下のもともとの理由がどこにあったかという問題な

んですが、一般的にはゆとり教育による時間数を減らしたとか、教育内容を簡単にしたと

いうことになっているわけなんですけれども、あれは順番は逆だろうと思うんです。 

  つまり子供たちが学習をきちっと達成できる状態でなくなったので、それに合わせて教

材を削減したというのが長い目で見たときに、歴史的に見るとそうではないかと思います。 

  では、一体本質的な問題は何なのかと言えば、子供たちの生活習慣の崩れ、たくさん言

っていると時間がありませんので、資料の４ページをごらんください。 

  一番下にあります表を見ていただきたいんですけれども、これは広島県の小学校５年生、
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２万 7,000 人の学力と睡眠時間との相関関係をとったものです。睡眠時間が小学校５年生

で４時間だと平均点が 50 点くらいしかとれない。それが５時間、６時間、７時間となって

くると、テストの点は上がってくるんです。７時間から９時間だとちょうどいいんだけれ

ども、また寝過ぎると落ちてくるというのはご愛きょうなんですけれども。 

  この７時間から９時間というのが、実は情緒面でも一番安定しているものだというのが

最近出てきています。大人でもそうだそうです。７時間台の睡眠ということです。 

  ５ページを見てください。今度は寝た時刻と学力との相関関係ということで、これが今

山口県の山陽小野田でやっております実践で、この５月に明らかになってきたデータです。

  上の学力偏差値との関係で見ると、要は９時までに寝る子、10 時までに寝る子、11 時ま

でに寝る子というふうにやっていくと、やはり９時までに寝る子の成績が一番いいんです。

ものの見事に１時間寝るのが遅くなるごとに学力が落ちてくる。 

  その下にありますデータは東京中野区の 1989 年のデータなんですけれども、１回の食事

に使われる食材の書類の数と成績との相関関係をとると、ものの見事に食事が貧しいと成

績が貧しいということがわかってきた。いろんなものを食べさせると成績が上がってきて

いるということです。 

  ６ページ、とりわけ重要なのが朝食で「毎日食べる」から「ときどき食べない」という

だけでもかなり成績は落ちます。特に毎日食べないという状態になってくると、特に知能

指数ベースで見ていただきたいんですけれども、90 という数値まで落ち込んできています。

通常の授業をしていくに当たっては、これはかなり厳しい数値です。 

  ですから、朝御飯をきちんと食べさせないということは、子供の未来を奪うものですか

ら、これはほぼ虐待に近い。こういうようなことをきちんと国民的なレベルで共有をする

という点で、今、早寝早起朝御飯の国民運動を文科省が音頭を取ってやっていただいてい

るということは、非常に私はありがたい重要なことだろうと思います。 

  もう一つ、わかってきましたのは、私は学級担任をやったときに、２時間以上子供たち

にテレビを見せると成績か落ちてくるというのを実感として感じました。これをデータを

とって見ていただくと、これまた見事に、２時間までだったらそれほど影響はないんだけ

れども、２時間以上は特に算数の成績が見事に落ちてきます。 

  そういうことを考えていきますと、生活習慣の問題が非常に重要で、とりわけ漢字力、

言語の力が非常に弱いということが見えてきました。 

  ７ページは、ある町のデータなんですけれども、この青いところ下を見ていただきたい

んですけれども、これは６年生が１年生の漢字を 97％わかっているという意味です。次は

２年生の漢字を 85.9％、３年生の漢字を 71％ということで、実は３年生くらいからかなり

怪しくなってくるんです。４年、５年だと 55％とか 47％というふうになってきていますの

で、実は小学校の中学年くらいからかなりの言語力の落ち込みをもって子供たちは中学校

へ行っているということなんです。 

  これは私がいました土堂小学校で３年間やった結果なんですけれども、同じ時期に全く
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同じ問題をすると、比べていただいたらわかるように、相当高くなっています。 

  ８ページ、土堂小学校の方でそれをやってみると、要は先ほど見ていただいた広島県の

県平均 74 点に対してここは 87 とか、算数が 80 から 95 というように、生活習慣の改善と

基礎的、基本的な学習によってきちっと上がってくる。しかも私が重要だなと思うのは、

短期間に上がるということです。教育の成果は 10 年、20 年先じゃないとわからないとい

うことではなくて、実はかなり短期間にわかるんです。 

  そういう点でもこれ以外の取組みというのはいろいろあると思うので、さまざまな学力

向上の取組みをもっと現場単位でやってみる。現在教科書は固定をされ、授業時間数も固

定をされていますけれども、それらをもっと弾力的にやっていいのではないか。 

  逆に、これは一生懸命やっていますと、今うちの立命館、私立なんですけれども、学校

５日制に戻します。土曜日は今まで授業をやっていたんですが、来年度から土曜日の授業

はやめて、週休２日制にして、たまに講座はやりますけれども、あとは家庭の中での生活

の過ごし方を考えるということを考えていきたいと思っているわけです。 

  それがいいか悪いか別問題として、そういう現場段階での多様な取組みかできるように

していただければ、学力低下の問題も大きな誤解を生じずに済ませることがけできたんじ

ゃないかと思います。 

○白石主査  陰山委員から問題提起をいただきましたが、今のペーパーに関連してでも結

構でございます。 

○葛西委員  １つ質問いいですか。 

  睡眠時間と学力の問題というのはそのとおりだと思います。ある程度短くなってくると

落ちてくるというのはよくわかるんですが、では、なぜ短くなっているのか。学校の教育

が不十分な結果として、多くの子供達が補習的に塾に行っている。私たちのころは、小学

校、中学校、高等学校まではなかったんですけれども、今はほとんどの子供たちが小学校

から行っていますね。それが睡眠時間の減少につながっているということにはなっている

のではないでしょうか。 

  もう一つは、朝食を食べる習慣と食べない習慣とあると思うんですが、私は中学校のこ

ろから朝食は食べない習慣でありまして、今でも食べてないんですが、これはそういうあ

る一定の規律の中に順応してしまえば、学力低下の問題は生じないのではないかなという

気もするんですが、いかがでしょうかね。 

○陰山委員  個別の問題と全体の問題ということはあろうかと思います。確かに睡眠時間

が短くても、90 まで生きている日野原さんみたいな方もいらっしゃいますからね。ただ、

全体の問題としてはきちんと受け止める必要があるんじゃないか。 

○葛西委員  睡眠時間はそのとおりだと思うんです。なぜそうなったかということなんで

す。 

○陰山委員  塾はどうですか。小学校の通塾率というのは高いですか。 

○小野副主査  そんなに高くないです。 
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○陰山委員  実はそんなに高くないんですよ。 

○小野副主査  塾のために短いというのは余りないと思います。やはりテレビじゃないで

すかね。 

○白石主査  今の御質問に関連して、例えば朝食を食べているか食べていないかとか、寝

ているか寝ていないかというのは、やはり親の生活に非常に関係していますし、例えば経

済的な豊かさとか、親の教育レベルとか、これを規定する変数というのがありますよね。

その中でもし子供の直接的な睡眠時間と学力との関係性があるよというならわかるんです

が、ほかの因子がどうなっているというのはわからないんですか。 

○陰山委員  勿論そうなんですけれども、ただ基本的に子供たちの生活習慣の問題がもの

すごく影響を与えている。だから、逆説的に言えば今これだと授業時間を増やしましょう。

教科書を難しくしましょう。それで学力は本当に向上するのかということなんです。ここ

では単純にそうすればよくなるんだみたいな感じがあるんですけれども、それは現場の感

覚からすると違うんじゃないかなという気がするということです。 

○海老名委員  でも、学校の宿題と塾の宿題があるんです。塾から９時ごろ帰ってきます

と、学校の宿題と塾の宿題と両方やっているんです。そうしますと、小学校の４、５、６

年の高学年は 11 時ころまでやっていますよ。ですから、睡眠時間はどうしても短くなりま

す。どっちかをやめない限り。 

○葛西委員  テレビで遅く起きている人と、塾の宿題で遅くなっている両方のパターンが

あると思うんです。 

○白石主査  今、事務局からペーパーがまいりまして、小学校の 37％、中学校の 51％が塾

へ通っているそうでございます。 

○葛西委員  それは全国ですね。 

○白石主査  これは文科省さんが実施されたもので、インターネットウェブ上で、小中高

校に通っている子供を持つ保護者で、全国対象でございます。 

○葛西委員  東京だともっとずっと多いと思います。 

○白石主査  多いですね。 

○海老名委員  塾に通っている子供ですか。 

○葛西委員  はい。 

○海老名委員  そうですか。 

○陰山委員  東京は特別だと思います。 

○海老名委員  東京は特にそうですよ。塾へ通っている子の方がほとんどですよ。 

○池田座長代理  こういう調査資料というのは平均値でしょう。だから、地域格差がもの

すごくデータにはあるはずなんです。ですから、若干そういうものを正確に掌握する必要

がありますね。 

○野依座長  議論が小学生、中学生の生活態度の問題に行っていますけれども、私はこの

タイトルに戻りまして、教育内容の改善と学習到達度について申し上げます。 
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  いろんな科目がありますけれども、数学であるとか理科ですね。これは地域性であると

か、国民の違いであるとか、そういった違いがないものについては、私はやはり世界水準

の教育内容をもたらしていただきたいと思います。 

  私が今、化学オリンピックというものに関わっておりますけれども、これは高校生です。

高校の化学の教科内容というのは惨澹たるものがあって、とても世界とは闘えません。レ

ベル１、２、３というのがあるんですけれども、レベル１というのは、ほぼすべての国の

高校で教えている内容で、このレベルはいろんな項目がありますけれども、日本では理科

系の大学１年生、２年生で教えている内容です。それが化学オリンピックで出る問題の一

番低いレベルなんです。これでは科学技術創造立国なんてありようがないんです。 

  したがって、私は国語とか社会は別ですよ。数学であるとか理科というものについては、

現行の教科書の内容について抜本的な総点検をやる必要があると思います。 

  そのためには、今の教科書の執筆、あるいは検定制度では話にならないんであって、十

分に学協会を活用して、現在の水準がどうあるかということをしっかりと検証すべきです。

  執筆者が、昔自分たちが習った、そのことを思い出して書いているわけです。ですから、

全然世界とは競争できないということがあります。今すぐに明日から直るわけにいきませ

ん。もし直らないとすれば、学習指導要領を抜本的に近代化すべきだと私は思っておりま

すので、教科書のつくり方、それから執筆者、内容を検定する。この３点セットをきちん

とやっていただきたいと思います。 

  と申しますのは、国の科学力というのは、大体高校生の理科の力で決まるんです。そう

いうことかありますので、子供たちは比較的頑張っていますけれども、大人たちの化学リ

テラシー・日本、それがＯＥＣＤの参加者で下から２、３番目だというのは、そこに問題

があるということがありますので、是非総点検。世界レベルの教育内容にしていただきた

いと思います。 

○白石主査  理科、数学に関しては、教科書の内容を総点検、つくり方、執筆者を根本的

に変える。 

○野依座長  理科離れのことが言われておりまして理科を学ぶということは、人間が 80

年立派に生きていくために非常に大事だと思っております。自然観を持つために、加えて、

経団連の方から国際競争力の観点からも、やはり理科の力がなければ話にならないという

ことになっております。こういった意味で理科の面白さをきちんと教えるとか、内容の水

準をきちんと保つということは極めて日本の国力を保つ上に大事でありますので、抜本的

に見直していただくようにお願いしたいと思います。 

○小谷委員  だから体育会系人間はいやだと言われてしまうかもしれないんですけれども、

陰山先生のように具体的なデータはないので、逆に陰山先生の情報の中にあったら教えて

いただきたいんですが、睡眠時間や朝食を食べる食べないと同じくらい運動をどのくらい

やっているかというのがすごく勉強の習熟度に関係があるような気がするんです。国語、

英語、算数、数学、理科の授業時間を重点的に増やすと書かれてあるととてもどきどきし
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てしまうのは、そのしわ寄せが運動に来るんではないか。私自身教室で小学校から高校生

まで 30 人指導しているんですが、大体泳ぎっぷりを見ると、お勉強の出来・不出来がわか

るんです。 

  というのは、ヨーイ、出なさいと言ったときに出られないとか、次、右手を挙げなさい

と言っても、体か自分の思っているとおりに動かない子というのは一杯いるんです。そう

いう子は大体学校のお勉強もなかなか付いていけなかったり、いじめられていたりという

のかぴたりと当たるんです。 

  受験を抱える子たちは、シンクロの教室と一緒に塾に通っているんですけれども、わざ

わざ塾を抜け出して練習に来るんです。 

  どうしてかというと、運動して戻った方がすごく集中できるから、ずっと座っているよ

りいいんですと口をそろえるんです。 

  なので、お勉強の授業時間を増やすことも大事なんですけれども、ただ時間だけ増やす

のでなくて、短時間でも、限られた時間でもいかに集中して身に付けるかということを考

えた場合、やはり運動というのはとても大切で、今ラジオ体操とかを学校でやっているか

どうかわからないんですけれども、近所の幼稚園で朝、ぶわっと走らせて、飛び箱をばば

っと飛ばしたり、ぐるぐる走り回って、大声を出して、活力一杯の状態になって朝礼で校

長先生の話を聞いて、それから座って授業に入るということをやっているところがあるん

ですが、非常に学力も高くて、有名私立に一杯入学生を出しているんですけれども、そう

いう運動してアドレナリンを出してから授業に入るようなとも非常に効果的だと思うので、

何らかの形で組み入れていただければと思います。 

○白石主査  貴重な御意見ありがとうございました。小谷さんの御専門からこらんになっ

て、今の体育や、体育の教え方について、どういう文言を付加していったらいいと思われ

ますか。 

○小谷委員  第２分科会の方で発言させていただこうかと思ったんですけれども、例えば

最近言われている運動会で順位を付けないとか、体育はただ体を動かすだけではなくて、

それプラス勝つために頑張るとか、一生懸命頑張らないと、体だけ動かしていることには

意味がないので、ちょっと文言は思い付かないんですけれども、どういう文言にしたらい

いでしょう。 

○品川委員  小谷委員の意見に賛成です。体育はとても重要で、ないがしろにしてはいけ

ない。体育をすることで集中力や持久力が高まるなど、教科教育の向上に具体的につなが

る効果があります。 

○陰山委員  頑張るということです。 

○小谷委員  そうですね。目標をはっきり持たせる。どうしてこれを頑張らなければいけ

ないのか、目標を持つことで頑張れるのではないかと思います。 

○海老名委員  ただ、東京の下町では、ほとんど運動する場所がないんですよ。 

○白石主査  こける時に手が出ないで顔から突っ込んでいる子がいますね。 



 

 22

○海老名委員  放課後以外は校庭開放もしていません。てすから、運動する場所がない。

道路は走ってはいけない。キャッチボールはいけない。何をさせたらいいのかと思ってい

ます。だから、これも子供たちの育成にどんな形を取ったらいいのかと思います。 

○小谷委員  その場縄跳びでもいい。 

○白石主査  第２で書くのか、第１で書くのか、少し整理をしなくてはいけませんが、ま

た方法論については、別途お伺いをさせていただきたいと思います。ありかとうございま

した。 

  ほかにいらっしゃいますか。 

○品川委員  三点ございます。まず、先ほども申し上げましたが、今、小谷委員がおっし

ゃった点についてです。スポーツというより、基礎体力向上のための体育はとても重要で

す。でも、そういったいわゆる集団行動の運動をやる小学校は最近とても少ないんですね。

集団行動というとアレルギーを示す方もいらっしゃいますが、イッチニ、イッチニという

リズムで 10 分以上規則正しく身体を動かし続けますと、セロトニンが出て、前頭葉の機能

があがるといわれています。集中力が高まるのもそのためだと。 

  以前取材した関西の小学校のケースですが、新しく赴任された教頭先生が毎朝 15 分間、

全校生徒にマラソンをさせるようにしたそうです。すると、それまでは１時間めがはじま

ってもガタガタしていたりウロウロしていたりで落ち着かなかった子どもたちの多くが、

授業開始と同時にぴたっと集中できるようになった。もちろん、ほかの子どもたちの集中

力も上がり、結果的に１年後には学校が落ち着いて学力も上がったそうです。私が取材す

る少年院ではまさにそういった効果も視野に入れて集団行動訓練を実施しております。マ

ラソンがすべてを解決したなどとは思いませんが、さきほどご紹介したような研究もある

わけですから、効果は否定できないと考えております。 

また、体育を通じて、運動会で優勝するなど目標に向かってがんばります。そのことで

得られる達成感はセルフエスティームを向上させますし、スポーツを通じてルールを学ぶ

ことが、規範意識も高めます。だからこそ、初等中等教育で体育をないがしろにしてはい

けないと思っております。 

また、先ほど陰山委員がおっしゃっておられた食事の件ですが、私も同感でございます。

少年院に入るような子どもたちは、本当に食生活がガタガタなんですね。離乳食がカップ

ラーメンだったという子もいるくらいで、少年院に来て初めて規則正しく、栄養のバラン

スの取れた食事をとるようになる。私がよく取材する広島少年院では「まごわやさしい」

といって子どもたちの成長に欠かせない栄養素をしっかり摂取させています。すると、少

年たちが自ら「ちゃんとご飯を食べたら人間って集中できるようになるんですね」と教官

に話したり、日記に書いたりするんです。そんな子どもたちをたくさんみておりますので、

食事は子どもの成長発達権を保障する上で、本当に大切な要素だといまさらながら痛感し

ております。 

  ですが、子どもにしっかり食べてほしいと思いましても、そういうことに無関心だった
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り余裕がなかったりする家庭があるのも事実です。子どもの権利を守るために、そういっ

た家庭環境による格差をどうやって補っていくのか。そこが課題だと考えます。たしか四

国の小学校だったと思いますが、とうとう朝ごはんを出し始めたところもございます。そ

こまでやるかというご批判もあるでしょうけれども、子どもの成長発達権を保障するとい

う視点に立ったとき、検討すべき事柄ではないかと考えております。それが二点目です。 

  もう一点は、先ほど野依先生がおっしゃっておられたことでございます。私は、高校の

教科教育というものはもう少し弾力的であってもいいのではないかと考えております。先

生がおっしゃっておられる世界的レベルの理科とか数学を、すべての高校生がやるのはす

こくしんどいことだと思うんですね。それが向いている生徒、あるいは好きな子できる子

はどんどんやったほうがいいでしょうし、やれるシステムをつくるべきです。 

  ですが、高校の教科選択については、将来を見据えたうえで今以上に弾力的であってい

い。たとえばイギリスの高校のように、将来の職業など進路を見据えた教科選択にできな

いか。僕は建築家になりたいから、高校では美術と物理とこれを選択するというようなこ

とです。文科省の研究開発校では、そういった取組みを初めているところもあるのかもし

れませんが……。 

○白石主査  スーパーサイエンスですね。 

○品川委員  ええ。ですがスーパーサイエンス校は基本的に学校全体がサイエンスに力を

入れるということですよね。そうではなくて、子どもの多様性を認めるというか、子ども

のニーズに応じて子どもたち自身が自分に必要だと思う教科を選択するような仕組みです。

そのときに学ばなかったものでも、大人になってから学びたくなったときに学べるようコ

ミュニティカレッジみたいな学校もあればなおいいと思います。 

○小野副主査  授業時間数を増加する、トータルで増やすのは賛成なんですけれども、で

きるだけ選択の幅を大きく持たせて、各学校が工夫して、うちは理科を一生懸命やる学校、

うちはスポーツを一生懸命やる学校、小学校でもそれができるように、そうしないと、今、

皆さんの意見を聞いていると、またトータルで増え過ぎて、また詰め込みに戻る危険性が

ありますので、大幅に、例えばうちは英語を小学校からやりたいところは英語がきちんと

できるように、幅を持たせて学習指導要領で選択できるようにしてほしいというのが１つ。 

もう一つは、教科書について、検定のところで余り厳しく上限を決めないで、興味を持

っている子はどんどん進めるように、分厚くなっても構わないし、子供によっては難し過

ぎるから違う教科書でもいいという幅を持たせて伸びる子は伸ばせるように。それから時

間のかかる子には丁寧に教えられるような教科書を是非、作って欲しい。一律に国語はこ

れだけの分厚さ、理科はこれたけの分厚さとするのではなく、この前の改訂のときに理科

の先生が、教科書調査官が一番真面目にカットしたので、理科が一番減っているんです。

ほかの教科は言われても少し盛り込めるように調査官の方が工夫されたんですが、理科が

一番真面目にやり過ぎて減らし過ぎている。 

○野依座長  あの方は中立だったんです。 
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○小野副主査  理科の方は論理的だからきちっと基準をつくられたんです。 

○白石主査  葛西委員、渡邉委員と行きます。○葛西委員  野依先生の説に全面的に賛成

でございます。私が関与している学校で、先日お話をする機会がありましたが、そのとき

に、生徒全員に「あなたは何を勉強して、将来何になりたいか」ということを、400 字詰

めの原稿用紙１枚、２枚で書かせました。大体２割くらいがお医者さん、その次に２割弱

が科学者、その次に１割余りが法律家になりたいと書いてありました。親の職業を反映し

ているのかなと思ったんですが、理科嫌いというのは、我々のやっている学校では全くあ

てはまらないですね。ちなみに、この学校では１学期で大体１年生の教科書は終わってお

り、英語も全部英語でやっているクラスから、普通のクラスまでありますが、英語の検定

は全員がパスしたと言っていました。 

  てすから、私は教科の内容、教科書を改めると同時に、先生の資質能力が大事だと思い

ます。 

○野依座長  本当にそうです。 

○葛西委員  先生の資質能力、あるいは工夫というのが学生をモチベートするという要素

としてすごく大事であると思いましたし、理科はとても大切だということは全く同感でご

ざいます。 

○白石主査  教科書と同時に、先生のいろいろな能力ですね。専門性、その資質。ほかに

いかがですか。 

  川勝委員を私が抜かしてしまっていたんですね。済みません。川勝委員からお願いしま

す。 

○川勝委員  陰山さんの報告は実に大事な点をついています。生活習慣と学力とが相関関

係にあるというメッセージです。睡眠時間と朝御飯のことを言われましたが、勿論葛西先

生のように例外はありますが、葛西さんも基本的な生活習慣を身に付けられており、生活

習慣が大切であることに変わりありません。 

  陰山報告で対象にされているのは小学校と中学校です。そこで、第一分科会の報告案は

小学校と中学校を意識的に留意してお書きになられればいいと思います。 

  教育内容の基礎学力については、小谷さんが言われたように、最後は体力です。知力の

高い人も最後は体力。これは勉強された方は皆知っているはずです。 

  ですから、基礎学力、基礎体力、それにもう一つ、基礎の情操力も、情操力という言葉

はないかもしれませんが、とても重要で、それらを入れ込んだ基礎総合力、それは人間力

になるのかもしれませんが、中身として学力、体力、芸術等を強化する。 

  そのためにはどうしたらいいか、陰山報告へ戻ると、生活習慣の中で、今日は紹介され

ませんでしたが、驚いたのが陰山報告の３ページの「崩壊している家庭学習」のところで

す。日本は宿題の時間が世界で一番短い。それはテレビを見ている時間が、日本の子ども

たちが一番長いということです。 

  そうすると、家庭に任せると言っても、家庭でテレビを見る、携帯電話をする。ゲーム
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をするということになれば、やはり生活習慣に返ってくることになります。 

  では、生活習慣を取り戻すにはどうしたらいいか。家庭に子供を返して、家庭でお父さ

んお母さんに任せられるかというと、任せられないという現状がある。 

生活習慣を取り戻すには、期間がいります。そこで、例えば、ごく短期間ながら一緒に

寝食をともにする就学旅行がありますが、それをもう少し長く、農村学習とか、山村留学

という形で取り込むことで、子どもたちからテレビ、携帯、ゲームなどを遮断し、規則正

しい生活習慣を確立する。 

  学力低下について、野依先生の言われたことと関わりますが、今の中学生でも大学に入

れる力を持っている子はいます。大学によっては、受験がきわめてやさしいところがあり

ます。それをどうして高校生活の３年も待たなくてはならないのかという問題もあります。 

  中学３年生でも能力のある子は、人格としての成長は別ですが、できる子を高校３年生

まで大学受験を待たせる必要はないでしょう。○白石主査  飛び級みたいなものですね。 

○川勝委員  ええ。飛び級です。そこで、学力テストをある種の資格テストをかねるよう

にして励ますなりすれば、理科とか算数では明確に能力差が出てきます。伸びる子は飛び

級で大学に入れる。しかし、やがて人生問題に逢着して、文学や哲学をやりたいというこ

とになるかもしれない。そういう思春期から青年期にかけての子供たちのための教育シス

テムを柔軟に考える。これは第３分科会のテーマになると思いますが。 

○白石主査  ありがとうございました。それでは渡邉委員の後に義家委員、手短にお願い

いたします。 

○渡邉委員  この陰山さんのを見ていますと、指導要領を改訂した後に 50 日以上の不登校

が一気に増えているんですが、私はこの再生会議において、学習指導要領というのをさき

ほど座長がおっしゃったように、見直すべきだと思います。それをしっかり提言するべき

だと思います。 

  というのは、実際私たち学校を経営する立場として、学習指導要領というのは、やった

ら損だみたいな、できればやりたくないという位置づけになっているわけです。それはお

かしいことでありまして、本来日本人の高校生はこうあるべきだという、そのあるべき姿

から逆算した知識の集積で、これは絶対にやらなければ国民が不幸になるという責任の中

で提言すべきことだと思います。 

  ですから、学習指導要領というものを高校卒業時のあるべき姿を見て、しっかりと改訂

をかけるというころを是非この再生会議で提言していただきたいと思います。 

○白石主査  ありがとうございます。義家委員お願いします。 

○義家委員  まず１つは、教科専科制、これは是非明記して具体的に進めるべきだと思い

ます。特に小学校は全教科を教えますから、私も多くの小学校を見に行きましたが、同じ

単元を教えていて全く違うんです。教師によって全くオクリティーが違います。これによ

って、得手不得手は当然ありますから、高学年の専科教員、これは是非具体的に発信すべ

きだと思います。 
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  それから、教科書の内容についてですが、去年実は中学校の教科書の採択が行われたん

ですけれども、全教科、全種類目を通しました。その中で数学もようやく学習指導要領に

載っている発展というコーナーで、幾つか例示している、問題をつくっているものも出て

きたんです。ようやくその風潮があるんで、この辺でしっかりと提言することというのは

すごく大事だと思います。 

  ３つ目が、さっき後期中等教育の話、高校の教育の話が出ましたけれども、この高校教

育の再生というのは非常に学力の面では重要なんです。 

  実は何で公立高校が首都圏などではどんどん信頼がなくなってしまっているのかという

と、まず授業時間 60 分で専門的なことなどはできるわけがないんです。子供たちというの

は、学校の教育は信頼していませんから、結局、塾のコマというのは大体２時間です。２

時間の専門的な授業を受けることを優先している。 

  現実に進学校などで起こっているのは、その教科の授業を受けながら別の教科の勉強を

しているということも現実にはまかり通っているわけです。 

  更に公立である以上転勤があるわけです。だから、トップ校に勤務した教師が次７年間

くらい、仮に偏差値の低い学校に勤務していた。そうしたら、トップ校レベルの授業をや

っていたら学級崩壊しますから、当然土台を下げた授業を７年、８年、９年とやるわけで

す。その後またトップ高校へ行ったら、もう取り戻せないような状況にもなり得るわけで

す。 

  だから、どういう形のトップ校というのを維持していくのか。これは教員も含めて考え

ないと、長い間いると、我々教える人間の内容というのも生徒に当然合わせますから、そ

の辺の転勤も含めた公立高校の後期中等教育の在り方というのもしっかりと、点検すべき

だろうと思います。 

  やはり学力向上とか、野依座長がおっしゃるような方向をやるときに、大学だけではな

くて高校でしっかりできていないと、その先というのはないですから、やはり公教育の高

校の在り方を抜本的な再生が必要だと思います。 

○白石主査  ありがとうございました。 

  もう大幅に時間を超過していまして、まだ、御意見があろうかと思うんですが、池田座

長代理と山谷補佐官から、今の２つのテーマについて、締めくくっていただきたいと思い

ます。 

○池田座長代理  私から一言。 

  学習指導要領に関してですけれども、皆さんが言われるとおりで、私もそういう形で進

めていただきたいと思います。特に前回の合同分科会だったでしょうか、小宮山さんの方

から、また、今、小野さんからも話がありましたように、これまでの画一的なものから、

多様性という形で、やはり学校がある程度指導要領に幅を持たせて、その中で学校の特色

を出していくというものがない限り、現在のような画一的なことをやっていたんでは、学

校間で新しい成長はないような気がして私はなりませんので、それを是非強調していただ
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きたいということ。逆に最近、学習指導要領の小学部、中学部の道徳のところを見てみま

すと、我々が今考えていることはすべてここに網羅されているんです。それが学校の現場

の中で落とし込まれていないということ、これはやはり何か原因があってのことであろう

と思いますので、私はこの際学習指導要領、特に道徳のところは実践していただくという

こと。これを切にお願いしておきます。 

○白石主査  ありがとうございました。最後になりまして申し訳ありません。山谷補佐官

お願いいたします。 

○山谷総理補佐官  本当にありがとうございました。資料２と資料３という形で用意して

いただき、また検討項目をたくさん並べさせていただいているわけでございますけれども、

皆さんの意見を聞きながら、１月のとりまとめに向けてはもう少し柱がびしっと、学校再

生というのはすべての公教育で基礎学力、つまり教育の機会均等と品質保証が確保される。

安心して保護者が任せられるんだという考え方の下に、基礎学力の向上、教員の資質向上

の問題、そして評価・サポート体制という形で肉付けをさせていただきたいと思います。

この資料２と３をそのまま張り付けただけでは、全体像が見えないと思いますので、その

ような形にして皆さんにお戻しして、御意見を賜ればと思います。 

  ありがとうございます。 

○白石主査  ありがとうございます。今日はこの２つのテーマで、ペーパーをお出しいた

だきました先生方ありがとうございました。 

  今、池田座長代理がおっしゃいましたように、画一性の排除や学校の多様性の確保と、

各学校が特色を出すというところは、今日は３つのテーマをとりまとめるペーパー１のと

ころにもっと強く打ち出していくべきではないかと私は思いますので、いただいた御意見

を盛り込みつつ、この資料１の整理をさせていただきたいと思います。 

  今から非常に短くて恐縮ですが、10 分間休憩をしました上で、10 分後に再開をさせてい

ただきまして、最後の第１分科会のテーマでございます「学校、教育委員会システム改革」

の議論に移らせていただきたいと思います。 

（休    憩） 

 

○白石主査  それでは、第１分科会の最後のテーマでございますが、「学校、教育委員会

のシステム改革」にうつります。門川委員と義家委員からまず、ご発言いただきます。門

川委員からはペーパーを出していただいておりまして、義家委員は口頭で御説明というこ

とでございますので、門川委員、義家委員、そして山中副室長の御説明ということで、そ

れぞれ５分程度ぐらいで大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。 

○門川委員  教育再生、学校再生は大事です。同時に、今話題に出ていました家庭、地域

の教育力についても、京都市では喧々諤々の議論をしてきました。結局、ＰＴＡとかおや

じの会などと一緒に家庭を学びの環境にしようと「家庭学習の手引き」を作成しました。

高校生が家で１分も勉強しないのが４割、これが日本の状況です。その手引きの最後の方
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に、家庭でのインターネット利用の８つのルールを掲載し、また、家庭学習と学校生活の

関連、あるいは家庭で家族と夕食をともにしているかどうか、それと生活の満足度、朝御

飯と学力、テレビの視聴時間と学力、家庭の学習時間と学力、これらについて、2,000 人

を対象に調査し、相関関係が裏付けられました。そこで、この「家庭学習の手引き」を全

部の親に渡して、例えばせめて小学校１年生、２年生は 15 分から 30 分は勉強する雰囲気

をつくりましょう、学年掛ける 15 分ですね。同時に家で一緒に家事をしましょう、子供の

目を見て会話をしましょうなどの「家族の宿題」を示しました。今、理科離れと言われま

すが、学校で理科を教えても、家庭生活の中に理科の関心を促すものがない。生活の中に

学びがない。例えば、アントレプレナー、起業家教育をやろうとしても、幼稚園から小学

校、中学校、高校と、ちょっとでもいい大学に入って、大きな企業に勤めさそうと、そん

な家庭教育をしていては、アントレプレナーは育たない。 

  こういうようなことでして、家庭も地域も変わっていかなければならない。そういう下

で、学校運営協議会や学校評価システムを進め、地域ぐるみの教育改革を実践しておりま

すので、資料４－１に基づいて御説明したいと思っています。 

  １ページ「京都市における学校運営協議会制度等について」。既に 33 校で、学校運営協

議会を設置しており、今年度中に 55 校から 60 校に拡大する予定です。これは全国の半分

近くになるのではないかと思っていますけれども、子供たちの教育について、学校・家庭

・地域が情報を共有する。情報の共有は課題意識の共有、危機感の共有につながる。同時

に、それを行動の共有に高めて、そして、評価も共有しよう、そういう考え方でやってお

ります。 

  ２ページではこのことを表にしています。学校運営協議会を法的に言いますと、学校の

教育方針について、学校運営協議会の委員が承認する、あるいは意見を表明する。人事に

ついての意見具申をする、そういうようなものになっていますけれども、我々はそれを公

募した親も含めて、市民、つまり学区民も含めて、家庭と地域が一緒にボランティアをや

ってもらう。学校運営に参画してもらう。そんなことを進めております。 

  今の教育で一番大事なのは、それぞれの学校、教師、そして、親、地域が当事者意識を

持って取り組むことです。文部科学省が悪いとか、教育委員会・学校が悪いとか、これは

もちろん改善しなければなりません。しかし、地域ごとに育てたい子供像を共有し、教師

と一緒に、親と一緒に、地域ぐるみで実践していく。そのために学校は情報を公開してい

く、参画を求めていきます。そして、結果についてもみんなが責任を持つことが最も重要

です。 

  こんなことで、例えば、どこの学校も学校運営協議会の下に企画推進委員というのをつ

くりまして、学校評価部会、学習支援部会、学校安全部会、図書館活用部会とか、少ない

ところで５つぐらい、多いところで 12 ぐらいの分科会をつくって、少ないところで 50 人

ぐらい、多いところで 200 人ぐらいが、教職員とともに学校運営に参画していく。学校教

育活動に参画していく。ボランティアで汗を流す。そんな形でやっています。 
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  その次のページ、「京都市における教育委員会制度等」ですけれども、私どもは、教育

委員の識見と、教育委員会事務局職員の専門性の総和が「教育委員会力」だと思っていま

す。同時に、教育行政のプロを育てる。同時に、専門職の教師と二人三脚で融合して力を

発揮していくことを進めています。同時に学校裁量権を拡大して、学校ごとに、地域、保

護者の評価を受けながら高まっていく。そして、教育委員会と市長部局との関係ですけれ

ども、京都市の場合、都市経営戦略会議、あるいは政策推進会議に参画して、京都市全体

としての行政評価システムというものを受けております。第三者機関とそれから 3,000 人

のアンケート、市民からのアンケートでもって政策評価をやっていく。そういうことをや

っております。 

  あと市長部局と教育委員会とは、例えば、生涯学習の一部、あるいは社会体育、あるい

は文化財保護行政などは市長部局で執行させています。逆に、私学行政は全部教育委員会

に所管するとか、そういうようなことを行政の縦割りを廃して、役割分担を柔軟に変えて

やっております。 

  それから、政策立案の段階から市民参加を求めていく、保護者の参画を求めていく。京

都市では、教員採用試験の二次試験の面接官に、企業も含めて 72 人の民間人が入っていま

す。教員評価システムについても、教員表彰制度についても、民間の人も選考委員会に参

画する、そういうようなことをやっています。 

  このように、経済界・大学などと一緒に、20 を超える市民参加のプロジェクトをつくっ

て、行政が主導でやるのではなしに、経済界も大学も市民も保護者も含めていろんな取組

みをしていく、そんなことをしています。 

  ６ページを見ていただきたいのですが、「京都市における学校評価・教職員評価につい

て」であります。学校と家庭、地域がともに高め合う。まず、育てたい子供像を共有して、

評価と行動を共有するということであります。 

  そのために、学校は、きちっと説明責任を親にも地域にも果たしていく。そして、ボラ

ンティアに参加いただく、ＰＴＡ、保護者、地域の人にきちっと評価もしてもらう。なお、

児童、生徒による評価実施後は、昨年が 25％ぐらいでしたけれども、今年度中に児童、生

徒の評価を全校で行います。小学校では、今、９割近くが行っています。 

  そして、関係者が当事者意識を持って改善につながる評価にしていくことが重要であり

ます。こういうのを当事者評価と言っていますけれども、まず、教職員がきちっと自己評

価する。そして、保護者の評価、児童・生徒の評価、そして地域の評価、それらを継続的

にやっていって、そしてそれぞれが改善につなげる。評価のための評価になってはだめだ

と思うんです。先生が評価のために一生懸命で子供は自習しているということになったら

だめだと思うんです。 

  それで、当事者評価の客観性、信頼性を担保していくために、外部専門家を含む評価専

門委員会を設置して、この評価の在り方を検証していく。そういうことで今進んでおりま

す。 
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  次の資料を見てほしいんです。主旨を図解し、またサンプルを示しています。まな板の

上に学校の先生と学校の教育活動をのせて、親が、地域が、あそこが良い、悪いと言って

いても始まりません。お互いが課題を認識し、改善しなければなりません。例えば、学習

意欲も一緒に育てていこうと、学校生活、学習、授業の振り返りアンケートという形で、

この事例は小学校の低学年が中心ですけれども、「あなたは学校生活をどのように過ごし

ていますか」ということで、学校や学級の決まりやルールを守れていますかとか、あいさ

つできていますかとかを子供に聞く。そして「あなたはどのように学習に取り組んでいま

すか」。その中で先生の話はわかりやすいですかとか、そういうようなことも聞く。 

  その次は、中学生、ないしは小学校の高学年向けのアンケートですけれども、家庭で復

習や宿題はできていますかとか、わからない時は質問していますかとか、子供は自らに問

いかける。同時に、先生の説明は工夫されていますか。授業の進み方はあなたにとって適

切ですか。板書は工夫されていますか。そういうようなことも聞く。また、学校生活は、

楽しいですか、友達との関係はどうですか、ということも聞く。そして、みんなが振り返

る。教師は授業を振り返る。 

  次のページです。これは、保護者向けのアンケートです。親は早寝早起き・正しい生活、

健康な生活などを心がけていますかとか、家庭でちゃんと朝のあいさつができていますか

とか、そういうことを親も振り返ってもらう。同時に、子供がちゃんと学校生活の満足度

をどう思っていますかということも問いかける。自らも振り返る。それは教師もやる、子

供もやる、親もやる、こんな形で改善につながるような評価をしていく。三者が評価も共

有する。そして、改善につながっていく。そういうことを目指してやっています。 

  教育委員会がこれらのガイドラインを出して、それを受けて、それぞれの学校で、ＰＴ

Ａや地域と一緒につくってもらう。改善につながるものにしていく。ということで例えば、

今年の重点目標はここにしようではないかということがあると、どんどん変えてもらう。

全市でやりながら、いいものがあれば、それを参考にして改善していく。画一的に関係の

ない第三者が来て、この学校はどうやこうやということでは、当事者意識を持った改善に

つながるものにはならないではないか。当事者意識を持って、自らも変え、相手にも意見

を言う。こんなことが何よりも大事です。 

  最後に、次のペーパーで、「複数教頭制の拡大について」を配っていただいています。

是非、教頭複数制を拡大してほしい。校長のマネージメント能力が問われるのは当然です。

しかし、本当に校長と教頭は雑用と対外的な折衝に追われている。一番大事な授業、ある

いは子供との関わりに専念できない状況になっています。そこで、複数教頭制にして、１

人の教頭は、教育の中身に専念できるようにということをお願いしたいと思っております。 

  今、国では、小学校で 27 学級以上、中学校で 24 学級以上が教頭の複数配置基準ですの

で、全国の学校の２、３％に定数配置されています。せめてこれを 19 学級以上にすれば小

学校で２割、中学校で１割余りに複数配置されます。将来的には半分ぐらい、平均規模以

上の学校は、専任教頭複数制にして、同時に、１人の教頭が授業の在り方、教育活動をき
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ちっと見ることができるようにしていただきたいと思います。 

  時間がありませんので、あとの「京都市における教員年齢構成とその対応について」、

「京都市での教員の資質・実践的指導力向上を図る教員研修について」は、ごらんいただ

きたいと思います。 

○白石主査  お忙しい中、資料を提出していただいてありがとうございました。また、時

間も短くて申し訳ありません。 

  これに対して、逐次御質問、御意見を伺いたいんですが、まとめてとさせていただきた

いと思います。 

  それでは、義家委員、お願いします。 

○義家委員  門川さんと重ならないように幾つか提案、そして指摘したいと思いますけれ

ども、１つどうしてもなんですけれども、教育委員会事務局のプロの育成、これは京都で

は非常に意識を持ってやっているわけですけれども、これは人事の中で教育委員会の事務

局の幹部とかが、例えば、３年に１回とか転勤してしまうと、またそれが振り出しに戻っ

ていってしまう。その意味では、市長部局が意識を持って、教育委員会事務局のプロをど

う長い年月をかけて育成していくのかという意識を首長に持ってもらうこと、これは非常

にまず大事なことだと思います。 

  それから２点目として、町村の教育長の問題です。これは福岡の筑前町でも、今表れて

いるような問題だと思うんですけれども、資料４－２にもありますように、市町村の教育

長は 68.4％、約７割が学校現場出身、つまり校長先生出身なわけです。その中で、学校と

非常にべったりになってしまう部分がある。そこで、具体的な教育行政としての厳しい提

案というのもなかなかできない。なれ合いの教育行政になっていく可能性がある、その意

味では、この町村の教育長の問題、例えば、１つの方法として、都道府県教委が町村の首

長を選任するとか、あるいは承認するとか、そういった具体的なところも出していって考

えていかなければ、今回の筑前のような問題が起こり、日本全国で起こっている問題なの

でだめだろうと思います。 

  それから、もう一点、具体的に学校現場で問題が起こったとき、あるいは教育委員会の

方針についての説明、これを行うのは、学校席がある指導主事の先生方、指導主事の方た

ちなんですけれども、この指導主事というところの地位の位置づけも非常にあいまいなん

です。 

  実は、この学校席の指導主事たちは、学校現場に戻っていくと、教頭、あるいは副校長

として戻っていくわけです。だから、結果的に校長先生に強い指導はできないわけです。

どちらかというと、学校寄りの報告を教育委員会事務局にする、だから、大きな問題があ

っても、小さな問題として報告していくというような傾向も実は、この指導主事の問題に

ついてあるわけです。この指導主事の先生方の地位の明確化、これも焦眉の課題、そして

責任です。地域の明確化と責任、それも明確にしなければならないだろう。 

  それから、今、開かれた学校という形で全国で取り組んでいますけれども、教育委員会
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は、国民の目から見たらブラックボックスです。何やっているのか実はわからないという

ような状態。だから、開かれた教育委員会にまずしなければならない、その意味では、私

はこれはずっと言っているんですけれども、排他的評価ではなくて発展的評価を一生懸命

やっている教育委員会には予算をつけていくというようなマニフェストを出させて、発展

的評価をしていく必要があるだろうというふうに感じます。 

  それから、先ほどの話とちょっと重なるんですけれども、例えば、学校長が教員評価を

するにしても、大規模校だったら、先生が 50 人とかいるわけです。50 人の先生の授業を

見るというのははっきり言って不可能なわけです。不可能とまでは言わないまでも大変。

せいぜい年間１コマぐらいしか見られないで、授業評価まで行うと、その意味では、先ほ

ど門川さんおっしゃったとおり、教頭、これをどんどん増やしていき、校長先生をサポー

トする、そしてまた、校長先生に助言やあるいはそれはだめですよということも与えるよ

うな教頭職というのを増やしながら、教育委員会と連携していくような仕組みづくりとい

うのも、学校のために行っていかなければならないだろうなと思います。 

  やはり一番焦眉の課題としては、町村の教育委員会の問題をどうするか、それから、指

導主事の位置づけ、ここをあいまいにしたままだと、例えば、いじめ問題でも、学校で起

こっている問題でも、それぞれの都道府県などの教育長までは届かないことがほとんどに

なってくるだろうなというふうに感じます。 

○白石主査  ありがとうございました。 

  それでは山中さん、お願いします。 

○山中副室長  では，資料４でございますけれども、本日のたたき台でございます。学校、

教育委員会ということでございます。 

  １ページ目でございますけれども、まず、学校の組織・運営ということです。外部評価

の導入という点でございます。 

  また、２ページ目として、責任あるマネージメント、先ほどございました教頭とか副校

長の新設と複数配置、２番目は、それ以降が教育委員会でございますけれども、教育委員

会の情報を積極的に行うという点がございます。 

  また、今後引き続き検討していこうという事項として２ページの３以下でございますけ

れども、教育に対する国の責任の明確化ということで、一方で①にありますように分権化

と国として評価をする。また、問題のある教育委員会に対する措置というものがございま

す。 

  ３ページ目ですけれども、４として権限をできるだけ学校現場に移譲するということ。

これは今後の検討課題でございますけれども、５番目として教育委員会の在り方の見直し、

また、最後のページで、教育委員会がチェックを受けるということと、また、教育委員会、

学校を評価する監視機構の設置というものを検討したらどうかというのが将来的な、今後

の検討課題ということで、挙げられているところでございます。 

  また、資料の４－２でございますけれども、これは前回、教育委員会についての情報と



 

 33

いうものが少なかったということがございまして、事務局の方に用意しろということで用

意させていただいたものでございます。 

  また、中はごらんいただけると思いますが、目次のところにポイントが書いてあります。

教育委員会制度、これは政治的中立性の確保。継続性・安定性の確保ということから設け

られたものでございまして、教育委員さん５人が非常勤でございます。では、だれが実施

するのか、これは教育長がうちの１人ということで、常勤が決まっているということでご

ざいます。 

  また、その中立性、安定性の確保のための仕組みというのが４ページ目にございます。 

 教育委員の状況はどうかということですが、例えば保護者でございますと、都道府県では

16％、市町村では 14％の人が入っている。教育長の現職、一体どういう人が実際に行う教

育長か、都道府県では教職研究者が 26％、市町村の方は 68％という状況でございます。  

ただ、都道府県の方でも、教育行政の経験者が 76％というふうなことでございます。 

  あと、事務局体制は市町村が非常に弱体だというのが７ページにございます。また、教

育に対する市町村長、知事と教育長、教育委員会の関係でございますけれども、その点に

ついて８、９ページにございます。 

  長の方が、教育委員を任命する、あるいは予算を設けるという点がございます。教育委

員会制度の歩みというのが 10 ページ目からございますけれども、そもそもこの教育委員会

制度、戦後取り入れたという辺りが 10 ページからあります。初めは、教育委員公選でやっ

ておりましたけれども、それが今のような長が任命して議会が承認をして、そして教育委

員が選ばれるという制度になっております。 

  以降、地方行政の分権化という流れが書いてあります。その中で、11 ページは分権一括

法ということで、文部科学大臣の権限というものが地方の方に移ってきているという状況

がございます。 

  あと、県費負担教職員制度というのが 13 ページにございます。これは市町村の小中学校

でございますけれども、公立の小・中学校はほとんど市町村がつくっております。ですか

ら、通常はそこにいる先生は、市町村の職員でございます。ところが、その任命権がどこ

にあるかといいますと県が持っているということになっています。 

  なぜかというと、非常に学校の先生の数が多い、そして給料は一定の額を払わなければ

ならない、そうすると、市町村、小さな市町村にとっては非常に財政負担が重いというこ

とがございまして、県が一律に任命権を持っているということになっています。では一体、

学校の先生を見ているのは市町村が多い、人事権が県だ、これはどうするんだというとこ

ろがございます。その点については、市町村の教育委員会が学校の校長の意見を聞いて、

それに基づいて都道府県の教育委員会に内申という形で、こういう人事をしてほしいとい

う意見を言うことになっています。 

  それで、都道府県の教育委員会の方は、それを尊重しましょうという仕組みになってい

ます。そういう中で、市町村にあるたくさんの学校の教員の人事を市町村の教育委員会を
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通じながら県が毎年動かしているという構成になっております。 

  あと、教育委員会制度、いろいろ問題が指摘されておりますけれども、最後の 16 ページ

から 19 ページのところで、どういう意見があるかというところがございます。例えば、地

方制度調査会ですとか、規制改革の方、あるいは市長会、町村会、これは教育委員会、す

べての市町村、都道府県に必ず置くということになっていますけれども、これを必置義務

の撤廃といいますか、任意設置、置こうというところが置くということにしたらどうかと

いう提言も行われています。 

  一方で、経済財政諮問会議、あるいは中教審、日本経団連等、今、ある教育委員会制度、

これをしっかりと生かして、これを今あるような政治的中立性ですとか、住民の意思の反

映といったものがしっかりとできるような、そういう改革を進めようという提言、こうい

うものが行われておるという状況でございます。 

  以上です。 

○白石主査  ありがとうございます。短時間の中で事務局の方々も本当にありがとうござ

いました。参考になる資料だと思います。 

  さて、残り 20 分ございますか、どこからでも結構でございます。門川委員のペーパーに

対する御質問・御意見、義家委員の貴重な御意見に対する御質問、今の事務局説明合わせ

て検討してまいりたいと思います。 

○門川委員  早口で説明しまして、私の資料「京都市における学校運営協議会制度等につ

いて」の１枚目の一番最後「教職員の多忙化」と書いてありますが、その上の「成果」を

「成果と課題」に訂正します。学校運営協議会は概ね、70～80 人の地域保護者の代表と全

教職員でやっています。１か月に１回くらい夜７時ごろから教師はボランティアでやって

います。超過勤務手当は出ませんし、そういうことをやってくれて、非常に熱心なんです

けれども、非常に大変です。多忙化ということが課題です。この「成果」というところに

「課題」が抜けています。 

原則的に一人教員の加配をいただいているんですけれども、それでも教員は足りません。

しかし、これをきっちりやっていったら親も子供も変わっていく。教育再生の１つの方法

です。また、地域ぐるみの教育も、放課後プランなどもこれを土台にできたらいいなとい

うのを思っています。 

  この文章のことでよろしいでしょうか。 

○白石主査  お願いします。 

○門川委員  資料４の１ページ１．の①「学校の外部評価を導入する」なんですけれども、

「その際に、地域の多様な人材が評価に加われるよう配慮するとともに、その評価基準を

明確にし学校評価を行う」、この部分ですね。多様な人材が加われるように配慮し、育て

たい子供像を共有し、評価も共有するとの考え方の下に、評価のガイドラインですね。ど

こが基準をつくるのかわからないですけれども、評価のガイドラインを明確にし、各地域

の特色を生かした学校評価を行う。こんな形がいいかなと思います。 
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○白石主査  それぞれの学校で工夫して、地域の実情に合わせてガイドラインをつくって、

育てていく子供像も共有するということですね。 

○門川委員  ガイドラインというのがある程度・客観性、信頼性があると思うんです。そ

れに地域の特色を入れていく。 

○野依座長  ガイドラインは必要だろうと思いますけれども、評価すると言いますと、大

学などでこのごろ研究者も評価されているんですけれども、評価しやすい項目しか評価し

なくなるんです。外形的、あるいは数値的に表せるものしか評価しなくなって、それは大

変弊害を呼んでおりますので、評価する場合には、勿論、客観的に見るということも必要

ですし、しかし、被評価者がある種の主張をできるようにすべきだろうと思います。研究

社会で評価法というのは非常に大きな問題になっています。 

○品川委員  門川委員に質問が１つございます。家庭の学びの環境というのはすごくいい

と思ったのですが、これだけ機能不全家族が多いという現状を踏まえまして、どういった

工夫をされておられるのでしょうか？ たとえば虐待されている子どもとか、そういった

可能性のある家庭にはどういうふうにアプローチされていらっしゃるのでしょうか。 

○門川委員  ＰＴＡ、おやじの会で勉強会をしてもらうんです。それと、ＰＴＡとか元気

な地域の人に、子育てサポートチームや生涯学習サポートチームとかいうボランティアグ

ループをつくってもらって、家の中までは入れない。しかし、戸口までは行こうじゃない

かということを少しづつですがやってきています。 

  今、子供の見守り隊というのを全小学校でやっていただいています。それができてきた

ときに、ある小学校区なんですけれども、30 年程前にできた団地に、非常に独居老人が多

い。その地域の学校は一人親家庭、母子家庭、父子家庭が４割から５割、そういう地域な

んですけれども、今回、独居老人の見守りサポート隊ができた。学校の子供とそのサポー

ト隊が一緒に独居老人を訪問するという関係が学校を中核にできてくるというのがあるん

です。そういう形をつくっていかないと、地域がよくならないし、家庭も子供もよくなら

ない。地道な取組みです。 

  しかし、本当にそういうことをやってくれる人は保護者の数％です。１クラスに２、３

人いるかどうか。200 人の親の内、10 人いてくれたらチームを組めるんです。ところが、

通学区域を自由化すると、少し余裕のある人、少し教育に関心の高い人、志の高い人が、

隣の学校に行ってしまったりしたら、その地域はゴーストタウンになってしまう。そこが

私どもがこだわっているところなんです。地域の子供は地域で育てよう。そのために孤立

している親がいて、地域の教育力が低下している。地域力が低下している。そこをつなげ、

高める仕掛けをつくる。この学校協議会も、地域の教育力を高め、また、コミュニティの

再生サポートチームなどを作るための仕組みをつくる。きっかけをつくる。そんな感じで

す。 

○渡邉委員  教育の分権化というのは非常に重要だと思います。ですから、この教育委員

会の在り方を再生会議で提案をするということは重要だと思います。そのときに私はこの
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教育委員会にも属している中で、教育委員会の中途半端な独立というのが今、日本の教育

をだめにしていると思っています。独立した教育委員会の権限と責任を明確にして、国が

しっかりとした基準をつくり、評価し、基準項目を明確にし、国が絶対にこれをやりなさ

い。あとは自由ですよという権限と責任を明確にすることが重要だと思います。 

  ですから、この再生会議においては、この再生会議の中で、では基準は何なの。あとは

門川委員みたいな京都ですごく一生懸命やられている。この基準の中で全部好きにやって

くださいというような取り決めを明確にしなければ、この再生会議における教育委員会の

提案がしっかりとされないんではないかと思います。よろしくお願いします。 

○白石主査  それでは、葛西委員、陰山委員といきたいと思います。 

○葛西委員  門川委員御提案の中に複数教頭制というのがございます。これは管理職とい

うのは非組合員というふうに理解してよろしいんですか。 

○門川委員  管理職です 

○葛西委員  もし可能であれば、複数教頭もいいと思うんですが、例えば、学科の先生の

中で、経験なり力なりのある人を指定して、その人が労務指揮権を持つという立場にする、

つまり、組合員でありながら、労務指揮権を執行するというやり方もいいのではないかと

思います。 

会社の場合そうなっている例も多い。例えば当社では、 

  助役というのは組合員ですけれども、指揮命令権を持っている。学校の中でもそういう

管理的業務に当たる人は指定すればやらせることができるという形は取れないんでしょう

かね。そうすると、複数教頭制などにしなくても、例えば学年の主任の人、あるいは学科

の主任の人を、管理者と指定すれば、いろんな意味で自分が教えること以外にもほかの人

たちのことにも目を配るということができるようになるような気がするんですが、それは

法律的に無理なんですか。 

○義家委員  今、主管制度というものを導入していて、これは全部の都市ではないですけ

れども、神奈川、横浜でも今回主管制度を導入しました。 

○葛西委員  管理職にするかどうかなんです。管理職と同じ役割を果たすように勤務指定

をすれば。 

○義家委員  東京都などは指揮命令権を主管は持っているんではないでしたか。 

○葛西委員  役職の差、つまり、超勤がつくかつかないかという差がなければ、管理権の

行使ができないということはないのであって、優秀な先生については、主管としてほかの

先生たちのことも、バックアップするという管理職としての勤務指定さえすれば、その人

は教頭と同じ役割を持つことになるんですが、それは教員組合が反対するからできないと

いうことなんじゃないでしょうか。 

○小野副主査  反対します。 

○葛西委員  でも、それは乗り越えないと、とてもじゃないけれども、学校の教育改革は

できないと思います。 
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○小野副主査  連絡調整・指導助言をする主任という制度は今あるんです。ただ、管理職

ではないんです。 

○山中副室長  資料に主幹というのがございますが、それがそういうふうなものです。 

○小野副主査  おっしゃるように管理職としてやる。 

○葛西委員  そうすると、例えば勤務指定主任で、賃金カットするとか、行政処分の対象

にするということを指揮することはできるんですか。 

○小野副主査  管理職にすれば職務命令は出せます。 

○葛西委員  わかりました。 

○白石主査  よろしいですか。では、陰山委員お願いします。 

○陰山委員  この中で気になっているのは、バウチャーの考え方というところで、人の集

まったところに予算措置もする。人の集まらないところというのはスラム化するんじゃな

いかというものすごい心配があるんです。 

  先ほど私が見ていただきましたように、家庭の問題というのが学校教育にものすごく大

きな影響を与えている。つまり学校改革というのは、コミュニティー改革というより家庭

の改革というものを抜きにしてできないと思うんです。 

  ですから、制度的にもコミュニティーをどのように再構築をしていくのかというビジョ

ンを持ったものが私は望ましいんじゃないかと思うんです。そういう点でやはりコミュニ

ティーを生かした制度を持っていくというよりも、尾道でもそうでした。そういうことが

私は必要ではないかと思うんです。 

  もう一点は、コミュニティーにすることによって、学校運営協議会という組織をきちん

とつくって、これをある程度安定した機関として運営していく。我々も実はそうなんです

けれども、校長がころころ代わると、かなり変わるわけです。そのときに私も今、土堂を

離れていますけれども、ずっと運営というのは、大体基本的なものは同じように残されて

います。 

  なぜかというと、地域学校運営協議会というものが存在をしていて、ミッション・ステ

ートメントを出してそれをきちっと学校の方に行っていて、この両者の話し合いがきちん

となされているから、それができるわけなんです。やはりそういうふうな地域を掘り起こ

していくという、そういう仕掛けがあるということが大事です。 

  なおかつそのことによって、組合による人事に対する介入みたいなものも、要は情報が

クローズされているから、密室でそういうことが行われるわけで、これをオープンにして

いくというようなことの中で公平性も確保されるように思います。 

○白石主査  済みません。学校運営協議会というのは、国でもモデル的におやりになって、

京都市でも実践されていますが、全国的には余り積極的でないところもありますね。私が

ここにバウチャーと書かせていただいたのは、何も全国的にやるのではなく、導入したい

地域はＯＫ。京都市のようにみんなで自分の地域の学校をよくしていくのもＯＫというふ

うに、複線があっていいのではないかと思って書きましたので、これを全部 100 ％導入す
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るということではないというふうに是非御理解いただきたい。それぞれの地域の中で選択

制を設けて創意工夫をしていくという意味でございます。 

○川勝委員  まさにそのとおりで、今、地域と言われましたが、門川委員の言われたのは、

まさに地域教育の模範、これが教育委員会でどこまでできるかという事例ですね。 

  資料４の５行目に「国や地方」とあり、あとは「地域」とあります。「中央」対「地方」

なので、「地域」に統一した方がいいでしょう。地域分権化の流れにも沿います。 

  一方、先ほど野依座長が、自然科学の数学とか理科は、いわゆるグローバルと言うか、

地方色とは関係ない。そのレベルをどう上げるかが課題です。 

  歴史、社会、文化、地理は、理科・数学とは違って、地域の人たちに誇りがないといけ

ない。どうしたらいいか。それは地域において教えることです。その事例として、配布資

料に「ジュニア日本文化検定  歴史都市・京都から学ぶ」と書いてありますが、これは京

都を中心にして日本を説明する。地域に立脚した、こういうテキストブックが書けるわけ

です。 

  これは画一的な教科書ではない。理科とか数学ではそうはいきません。理科・数学は能

力に応じて画一的内容で上級に進めばいい。スポーツ、芸術もある意味では能力としては

普遍的な基準ではかれます。歴史、社会、文学、文化に関わる教科は、多様性が大事で、

面白くない日本史・世界史の教科書の記述と比べたときに、このような検定のテキストが

いかに面白いかという好例です。 

  門川さんのさっきの雑談によれば、検定試験があるそうですね。 

○門川委員  ４年生以上全員に配布しまして、中学校にも希望者には配るんです。この 11

月の末に５年生、６年生のほぼ全員が基礎コースを学校で受けた。 

○川勝委員  そのようにジュニアとシニアに区別された検定があって、シニア検定は全国

の人が受ける。そうすると、京都を観光できる資格を持った気分になります。これらを通

して、京都の地域力が上がるのです。実はほかにも、金沢検定、鹿児島検定などもありま

す。これからは日本全体をガイドする人のために日本検定を導入するという観光協会の動

きもあります。 

  これはまさに日本人が自国や地域について誇りを取り戻すかこととかかわっています。

血もあり肉もある教科書です。普遍的な学科と、本来多様な人文科学的な学科との両立を

どうするかに関わります。 

 

○白石主査  ありがとうございました。海老名さんが少し先でございました。 

○海老名委員  地域のコミュニティーを活発にするには、やはり担任の先生とＰＴＡのお

母さんたち。その話し合いがうまくできていますと、地域に広まっていくんだろうと思う

んです。それでないと、発信の仕方ができないような気がするんです。まずは先生と母親、

父兄、それと地域だろうと思います。それをくるめて活性化していきたいなという思いが

いたします。 
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  ですから、やる気満々のお母さんはいるはずなんです。そのお母さんと先生と組んでい

ただいて、それで広めていただきたい、そんな思いです。 

  それから、今もお話がございましたけれども、道徳は確かにいいと思いますけれども、

昔の道徳、修身と申しまして、幼いときから、うそをついてはいけないよとか、４、５年

生になりますと、偉人伝、立身出世。例えば『中江藤樹の母』というのがございましたけ

れども、そういうのを幼いときに読んでおりますと、ずっと頭に入っているんです。いけ

ないこと。いい、悪いのよさを道徳の中でしっかり教え込ませております。ですから、道

徳は絶対的に幼いときから必要だろうと思います。これを是非取り入れていただきたい。 

 その中には偉人伝、それから伝統文化も入っておりますし、含めてそういうものを取り上

げていただけたらいいかなと思います。 

○白石主査  ありがとうございました。品川委員お願いします。 

○品川委員  ３点ございます。１つめは、教育に対する国の責任を明確にするというとこ

ろです。わが国には学習の指導目標はございます。ですが、目標がどこまで達成されたの

かを確認する評価がございませんし、それがないのですから当然全国水準のノームもござ

いません。海外で教育の取材をしておりますと、一番疑問に思うのはこのジャパニーズ・

リサーチ・ベースの実態が不明でノームもない点です。こういったデータを出していくに

は５年、10 年とかかるかもしれませんが、子どもたちの教育権が保障されているかどうか

をチェックするときの指標にするためにも、すごく大事な作業だと考えております。 

  ２点目は、校長に権限が移譲されるという点についてですが、この点については賛成で

す。京都市の資料にも、校長がプラン・ドゥー・シーで学校を経営していくということが

かかれてありました。ただ、権限を移譲するのであれば、しっかりアカウンタビリティー、

説明責任を盛り込むことも必要だと考えます。 

３点目は、ここに書かれていない点なのですが、是非入れていただきたいと思いまして申

し述べます。つまり、反社会的な保護者に対して、校長が指導権を持てるようにしておい

てほしい、ということです。たとえば、運動会でちょっと怪我をしただけで校長や担任を

脅迫したり、訴えたりするような保護者が現実にいます。そういうことがございますと、

学校側は身動きが取れなくなるんですね。ですので、校長に権限を移譲するのであれば、

そういった非常事態が起こったときに、学校側を守るために校長が動けるような仕組みが

必要だと考えます。私が知っている範囲でも、保護者が学校で暴れたり、校長をバットで

脅したりするなど、校長に船長のように逮捕権があったらいいだろうなと思うようなケー

スもあるくらいです。というのも、学校側は警察の介入を基本的に嫌がりますから、こう

いう事態が起こったときの対応が非常に難しいんですね。子どもたちの教育権や成長発達

権を守るという意味においても、教員を守っていくことも大切なことだと考えます。校 長

の 逮 捕 権 が い い の か ど う か は わ か り ま せ ん が 、 そ れ で も 、 何かがあったと

きに国や地方自治体が守るようなシステムを作らないと、教員側も気の毒だと考えます。 

○門川委員  ３ページの真ん中の辺、「学校に権限を移譲するに当たっては」云々のとこ
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ろです。頑張っている学校に柔軟にということが書いてある。同時にですけれども、先ほ

どのところでは学力不振な学校には特別な手立てをしようということが書いてあった。そ

れと同じように、同時に課題のある学校へは特別な支援と指導を徹底する。両方する。い

いところを励まし、トップクラスのいい学校をどんどん励まし、これはパイロット校です。

落ちこぼれている学校、しんどい学校、ステップアップ校と両方やっていくと、真ん中も

よくなってくると思います。 

  ですから、同時に課題のある学校についても特別な支援・指導の徹底ができる制度にし

ていただきたい。 

○海老名委員  全く一般的な考えなんですけれども、何校かの学校を回りましたら、きた

ないのときれいな学校の差が大変ございます。学校へ入って、ほこりだらけ、ごみだらけ

できたいなところで平気で学んでいる。とても考えられないんです。ここで勉強している

のかと思うような学校がございました。 

  そういうのをときどき検査をするとか、そういうシステムというのはないんでしょうか。

学校清掃システム検査。余りにも違いがあり過ぎます。 

○白石主査  わかりました。ありがとうございました。 

  それでは、そろそろお時間もまいってしまったようで、もっと議論すべきところが残っ

ているかもしれませんが、今日は皆様からちょうだいした御意見、御指摘以外にもしござ

いましたら、お帰りになるまでに、またはお休みになるまでに、今日お配りしたものの中

に赤を入れていただいて、私もしくは事務局にちょうだいできれば、極力いろんな御意見

を盛り込むようにさせていただきたいと思います。メールではできますが、今日の時点で

お気づきの点がございましたら、是非置いていっていただければと思います。 

適宜できたものを皆さんにお返しをして、確認をしていただく作業を来週以降させていた

だきたいと思います。 

（小宮山委員入室） 

○白石主査  小宮山先生、第１分科会の、３テーマを議論してまいりました。冒頭にて小

宮山先生からペーパーをいただいていることも御説明をさせていただきました。これは盛

り込む方向で検討していただくということを申し上げました。小宮山先生には、事務局の

方から後ほど御説明ということでよろしゅうございますか。 

○山中副室長  時間の関係で半までにこの第１分科会のところの議論を終えようというこ

とになりました。 

○小宮山委員  知の爆発的な増加で生涯教育が極めて重要なポイントだと私は思いはじめ

ています。ゆとり教育の問題については、詰め込み教育の反省から、ゆとり教育が出てき

たのであり、これをもう一回もとに戻す、というだけではよくなるはずがありません。20

世紀の間に、知は 1,000 倍以上に増えていますが、この問題にどう取り組むかが大事です。

我々は「知の構造化」と言っているけれども、それをどうやって教育の中身に反映してい

くかを検討する必要があります。それで大学が、例えばセンターを設置して教員の継続教
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育を行うということなどを提案していますが、これはゆとり教育を議論するときの本質だ

と確信しています。 

  ゆとり教育で時間数が減ったから、それをまた元に戻すという議論だけをしていたので

は、教育再生になりません。 

○白石主査  知の構造化のところをきちんと書き込む。 

○小宮山委員  ゆとり教育というものをどう評価し、どのように変えるべきなのかを考え

るにあたり、時間数を元に戻すという議論だけでは問題の解決になりません。詰め込みと

ゆとり教育を繰り返していては、教育は完全にだめになります。 

  また、学習指導要領を見たところ、中学まで遺伝という言葉が出てこないのに驚きまし

た。 

○野依座長  さっき申し上げました。数学とか理科というのはワールド・スタンダードで

やらなければいけない。それは総点検すべきだろうと思います。 

○小宮山委員  そうですね。学習指導要領の改訂は、今、教科調査官という人たちがやっ

ているんです。そのシステムではだめです。 

○野依座長  それも申し上げた。学協会とかいうものをうまく活用してね。 

○小宮山委員  学協会もいいですが、東京大学では「知の構造化センター」というのをつ

くって、その問題に取り組んで行きます。 

ゆとり教育の問題をどのようにすることにしたんですか。 

○白石主査  そこについては先ほど来、単に時間数を増やすだけではだめで、そこに新た

な視点を盛り込んでいただかなくてはいけないということは何人もの委員の方から。 

○陰山委員  要するに、詰め込みに戻すわけでは全然ないということです。 

  結局、指導要領の改訂ということだけではなくて、いわゆる位置づけからも変えていこ

うという、いわゆる国民としての教養をきちんと身に付ける。それから、国家戦略に基づ

いてきちんとそういう知を習得していけるシステムづくりをするということです。 

  中教審というのは枠組みの中で考えますから、枠組みをもう一遍考え直そうということ

で提言されるということでいいんじゃないかなという気はします。 

○小宮山委員  明日の朝もう一遍戻るんですよね。 

○池田座長代理  １の方は戻りません。３の方で教育全体についての話があります。 

○小宮山委員  今日決まったわけではないですね。 

○白石主査  まだ決まっていないです。 

○山中副室長  まだ御意見を。 

○白石主査  また夜にでも少し。 

○池田座長代理  先ほど野依先生が言われた大学は。 

○小野副主査  それは第３分科会で。 

○野依座長  そこにちゃんと書いていただかないと。高等教育については第３できちんと

やるんだと。 
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○白石主査  わかりました。スケジュール的な問題ではなく、ここの分科会ではなく第３

分科会で議論をするという明記をします。 

  ほかにございますでしょうか。 

○葛西委員  今、小宮山先生が授業時間数を増やすだけではだめだと言われたが、読み書

きそろばん、つまり数学、国語、英語などの時間は増やさなければいけません。他教科と

の配分問題や教える中身の質の問題もあるということです。 

○山中副室長  また意見はいただきますので。 

○白石主査  それでは、長時間ありがとうございました。 

 


